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第１章 豊中市の概況  

位置 

豊中市は大阪府の中央部の北側、神崎川を隔て大阪市の北に位置し、東は吹田市、西は 

尼崎市、伊丹市、北は池田市、箕面市に接しています。 
 
  ・方位と経度                      ・標高 

東 経   １３５゜２７′～１３５゜３１′      最低     ０．０m （大島町３丁目） 

北 緯    ３４゜４４′～ ３４゜４９′      最高   １３３．７m （新千里北町２丁目） 

 

  ・距離 

     東西最長    ６．０ ｋｍ          ・面積     ３６．６０ ｋ㎡ 

     南北最長   １０．３ ｋｍ                    
 

推計人口 （１０月１日）             市の財政（一般会計決算）    （億円） 

※平成２７年・令和２年は国勢調査の確定値 

 

 

年 世 帯 人 口 

平成２４年 

平成２５年 

平成２６年 

※平成２７年 

平成２８年 

平成２９年 

平成３０年 

令和元年 

※令和２年 

令和３年 

令和４年 

１６９，１５５ 

１７１，０２７ 

１７２，２２５ 

１７０，３２５ 

１７１，７９１ 

１７３，４４２ 

１７４，５７８ 

１７６，９７６ 

１７６，９６７ 

１７８，０９１ 

１７８，６９３ 

３９１，５３６ 

３９４，００４ 

３９４，９８３ 

３９５，４７９ 

３９６，０１４ 

３９７，４９０ 

３９８，２９５ 

４００，３２９ 

４０１，５５８ 

４０１，０６２ 

３９９，７９０ 

年 歳 入 歳 出 

平成２３年 

平成２４年 

平成２５年 

平成２６年 

平成２７年 

平成２８年 

平成２９年 

平成３０年 

令和元年 

令和２年 

令和３年 

１，３０７．０ 

１，４８５．８ 

１，４１５．４ 

１，４６０．２ 

１，４６６．１ 

１，４８８．２

１，４４９．９ 

１，４９５．７ 

１，５２０．１ 

２，０４４．３ 

１，８２３．０ 

１，２８７．１ 

１，４５６．９ 

１，３５９．８ 

１，４２７．３ 

１，４３３．６

１，４７６．５

１，４３２．０

１，４５２．７ 

１，４６６．９ 

１，９９３．３ 

１，７６４．５ 

池⽥市 
箕⾯市 

川⻄市 

宝塚市 
茨⽊市 

伊丹市 

尼崎市 ⻄宮市 

豊豊中中市市  吹⽥市 

⼤阪市 
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第２章 大阪国際空港の現況 
Ⅰ．空港の沿革                       

年   項目 
飛行場 

の名称 
設置者 滑 走 路 主な就航機材 

昭和14年 

大阪第2飛行場 逓信省航空局 

680×60m 
830×60m 

スーパーユニバーサル 
(6人乗)(単発機) 

昭和15年 
～ 

昭和20年 

1,100×100m 
1,300×100m 
1,600×100m 
1,300×100m 

MC-20 
DC-3(双発機) 

昭和21年 
～ 

昭和32年 
伊丹航空基地 米国空軍 1,300×100m 

1,800×100m 

DC-4 
RB-26 
C-46 

昭和33年 
～ 

昭和38年 

大阪国際空港 

運輸大臣 

1,828×45m DC-6B 
DC-7C 

昭和39年 
～ 

昭和51年 

1,828×45m 
3,000×60m 

YS-11 
B-707 
B-727 
B-737 
DC-8 

昭和52年 
～ 

平成12年 

1,828×45m 
3,000×60m 

B-747､L-1011 
DC-9､DC-10 
A-300､A-310 
B-767､MD-87 
A-320､SF-34 
B-777､D-90 
MD-81 

平成13年 
 

～ 
 

平成24年 

国土交通大臣 
1,828×45m 
3,000×60m 

B-747、B-777 
B-767、B-737 
Ａ-300、A-320 
ＭＤ90、ＭＤ81 
SAAB-340CRJ-200 
DHC-8-400、E170 

平成24年 

～ 

平成27年 

新関西国際空港株式会社 

1,828×45m 
3,000×60m 

B-787、B-777 

B-767、B-737 

A-320、A-321 

A-350、ERJ 

SAAB-340(H30.5まで)、CRJ 

DHC-8、ATR42 
平成28年 

～ 

（空港管理者） 

新関西国際空港株式会社 

（運営者） 

関西エアポート株式会社 
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ⅡⅡ..空空港港のの施施設設配配置置図図

B滑走路 3,000m×60ｍ

○は航空機のスポット（駐機場所）を示すもの

A滑走路 1,828m×45ｍ14
L

14R

32R

32L

B誘導路

A誘導路

大阪モノレール

14側風向風速計

32側風向風速計
温度計・露点計
雨量計・強度計

32L RVR
シーロメーター

32R RVR

ターミナルビル

空港気象ドップラーレーダー局舎
大阪空港駅

大阪空港事務所

Fはフィンガー（搭乗旅客通路）を示すもの
F

大型防音壁

FFF

F

令和5年3月時点 関西エアポート株式会社提供資料より作成

駐車場
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Ⅲ．空港の施設概況 
令和 5年 5月現在 

区分 現         況 

空港の位置 
標点位置 北緯 34 度 47 分 04 秒 東経 135 度 26 分 21 秒 標高 12m 

行政区域 大阪府豊中市、池田市、兵庫県伊丹市 

空 港 面 積 3,119,322 ㎡（豊中市域 810,974 ㎡、池田市域 294,877 ㎡、伊丹市域 2,013,471 ㎡） 

滑 走 路  
Ａ滑走路 1,828m×45m 

Ｂ滑走路 3,000m×60m 

運 用 時 間 ７：００～２１：００（１４時間） 

誘 導 路  W-1～W-10  A-1～A-5  C-1～C-7  B-1～B-4  E-1～E-5 総延長計 7,100m 

エ プ ロ ン 大型ジェット１６バ-ス 中型／小型ジェット１９バ-ス その他停留用１７バ-ス 面積 482,157 ㎡ 

道路・駐車場 

道 路：タ-ミナルビル前面幅員10.75m  

総延長6,141m 

駐車場：駐車台数2,887台（うち障害者等スペース44台）(面積62,588.11㎡) 

送迎スペース：駐車台数53台（うち障害者等スペース2台）、団体バス28台（面積7,808.38㎡） 

制限区域内道路：延長 11,700m（保安用及び場周） 

航 空 灯 火 
及び 

電 源 施 設 
 

飛行場灯火 進入灯、閃光灯、進入灯台、進入路指示灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯 

過走帯灯、滑走路中心線灯、接地帯灯、滑走路末端識別灯、進入角指示灯 

誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯、スポット番号表示灯、中間待機位置灯、飛行場灯台 

風向灯、旋回灯、指向信号灯、滑走路警戒灯、航空機接近警告灯、駐機位置指示灯、離陸待機警告灯 

そ の 他 エプロン照明灯、街路灯、航空障害灯 

電 源 設 備 商用電源２系統引込、契約電力507KW 

予備発動発電機 1,000KVA×1(照明施設用) 

通信･無線施設 
無停電装置 125KVA×2、100KVA×2、予備発動発電機 1,250KVA×1(無線施設用) 

ASR/SSR、ASDE、ILS、VOR/DME、対空送信所、対空受信所、ATIS、マルチラテレーション 

消火救難施設 

空港用化学消防車3台、給水車1台、医療資機材搬送車1台 

、指揮車1台、救難照明車1台、オペレーション車2台 計9台 

消火栓 54 基、防火水槽 17 ヶ所(保安道路沿い 16、消防所敷地内 1) 

気象観測施設 
露場（風向・風速、雨量、露点、温度の各観測施設）1 ケ所、シーロメーター1 基 

滑走路視距離観測装置（RVR）2 基、空港気象ドップラーレーダー1 基、風向・風速計 2 基 

ターミナルビル ターミナルビル 8 階建 延床面積 141,197 ㎡ 北事務所棟 3 階建 延床面積 9,120 ㎡ 

貨 物 ビ ル 
南貨物ビル ３階建 延床面積4,454㎡ 国内貨物総合ビル ５階建 延床面積2,890㎡ 

北貨物ビル ２階建 延床面積6,931㎡ 

格 納 庫  
格納庫（日本航空）1棟（E170 ３機分） 

小型格納庫（新聞社、兵庫県警警察本部及びオールニッポンヘリコプター）5 棟 

給   油 
ハイドラント方式（地下配管） 

タンク（JET A-1 用）①1,000kL タンク 8 基 ②100kL タンク 2 基 ③50kL タンク 2 基 

動力供給施設 
ハイドラント方式（地下配管） 電力（機内用および作業用）400Hzおよび60Hz 

圧搾空気（ジェットエンジンスタ-タ-用）空調（冷暖房） 

防 音 施 設 
防音壁 VOR 地区 738m H＝3.5～7.8m 西桑津地区 378m H＝2.5～5.0m  

防音林 築堤 大型防音壁 奥行 169m×幅 85m×高さ 20m 可動扉一式 

航空機騒音 
監 視 装 置 

騒音測定局 10 ヶ所(空港周辺公共施設上) 

そ の 他 
診療所（内科）、歯科、派出所、自動車給油所、水素ステーション、車輌整備施設等、雨水貯留管施設(全

長:1,841m 貯留量:45,000 ㎡) 
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旅客数(人） 座席数（人） 座席利用率（％） 旅客数（人） 座席数（人） 座席利用率（％）

1 東京 514 1,974,083 3,086,751 64.0 2,878,772 4,873,319 59.1

2 成田 589 33,642 60,225 55.9 5,239 21,435 24.4

3 新千歳 1,161 517,184 638,756 81.0 613,656 1,085,730 56.5

4 福岡 578 267,646 418,962 63.9 399,653 711,459 56.2

5 那覇 1,304 500,602 784,263 63.8 534,924 1,338,319 40.0

6 旭川 1,320 7,838 10,230 76.6 3,436 10,230 33.6

7 釧路 1,336 0 0 0.0 2,000 5,644 35.4

8 函館 1,049 78,012 95,808 81.4 91,703 186,552 49.2

9 女満別 1,445 4,931 7,410 66.5 3,586 6,118 58.6

10 青森 946 106,947 184,671 57.9 125,732 275,471 45.6

11 三沢 985 20,415 34,485 59.2 27,729 67,526 41.1

12 花巻 870 54,108 105,602 51.2 57,656 133,817 43.1

13 仙台 803 328,010 636,566 51.5 387,745 853,057 45.5

14 秋田 793 86,442 172,028 50.2 82,593 213,062 38.8

15 山形 730 44,104 83,600 52.8 49,570 119,016 41.6

16 福島 662 60,483 104,200 58.0 71,447 158,286 45.1

17 新潟 611 168,257 343,246 49.0 173,155 403,783 42.9

18 松本 385 3,658 4,712 77.6 1,827 4,712 38.8

19 但馬 175 29,043 65,472 44.4 20,910 60,960 34.3

20 隠岐 366 17,187 32,726 52.5 15,037 54,100 27.8

21 出雲 362 51,760 111,910 46.3 57,866 134,615 43.0

22 石見 477 599 1,812 33.1 417 2,072 20.1

23 松山 378 203,082 363,811 55.8 241,847 490,151 49.3

24 高知 300 92,243 162,092 56.9 119,931 234,128 51.2

25 長崎 673 140,211 339,715 41.3 160,089 412,461 38.8

26 熊本 621 188,354 405,187 46.5 201,458 454,531 44.3

27 大分 462 111,113 192,257 57.8 155,679 317,107 49.1

28 宮崎 568 197,407 419,686 47.0 263,280 552,419 47.7

29 鹿児島 655 225,842 527,536 42.8 293,108 677,730 43.2

30 種子島 692 2,302 4,788 48.1 1,589 5,852 27.2

31 屋久島 707 24,246 33,216 73.0 19,902 33,840 58.8

32 奄美大島 989 34,284 69,210 49.5 53,994 111,428 48.5

33 石垣 1,709 9,259 15,936 58.1 6,299 20,284 31.1

34 徳之島 1,075 210 304 69.1 404 760 53.2

5,583,504 9,517,173 58.7 7,122,233 14,029,974 50.8

国土交通省航空局報道公表資料(航空輸送サービスに係る情報公開)より集計

Ⅶ．路線別旅客数

区　間
区間
距離
（ｋｍ）

令和４年度（上半期） 令和３年度(年度計）

合　　　計

※令和２～３年度は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に伴い大幅な運休・減便を実施
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線 
令和５年５月現在 

※夏季に臨時便が予定されている空港 

数字は１日分の発着回数（令和５年１月に設定された運航ダイヤから算出）の目安 

総発着回数は３７０回 

国土地理院白地図に空港名及び１日分の発着回数の目安を追記して掲載 

大阪国際空港 

鹿児島空港 ２６ ※ 

熊本空港 ２２ ※ 

長崎空港 １６ 

但馬飛行場 ４ 
福島空港 ８ 

仙台空港 ２８ 

大分空港 １４ ※ 

釧路空港 ※ 

三沢飛行場 ２ 

東京国際空港 ６０ 

奄美空港 ２ ※ 

石見空港 ※ 

出雲空港 ８ 

隠岐空港 ２ ※ 

新潟空港 ２０ 

山形空港 ６ 

秋田空港 １２ 

宮崎空港 ２２ ※ 

松山空港 ２２ 

新千歳空港 ２０ ※ 

高知空港 １２ 

青森空港 １４  

成田国際空港 ４ 

花巻空港 ８ 

旭川空港 ※ 

那覇空港 １０．５  ※ 

屋久島空港 ２ 

福岡空港 ２１．５ ※ 

函館空港 ４ 

松本空港 ※ 

徳之島空港 ※ 

Ⅷ．航空路線 

宮古空港 ※ 

石垣空港 ※ 
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Ⅸ．空港の運用 

  平成２年１２月３日に運輸省と１１市協（※）は、「大阪国際空港の存続及び今後の同空港の運

用等に関する協定」を結び、この協定を基本として運用されている。 

（資料№２ 存続協定） 

協定の主な内容は次の３点である。 

①大阪国際空港は、運輸大臣が直轄で管理・運営する国内線の基幹空港とし、本空港の規制 

時間内においては関西国際空港の代替空港の機能を有するものとする 

②ジェットを含む発着回数は現行程度（３７０回うちジェット２００回）とする 

③時間規制は、当面午後９時以降午前７時までに発着するダイヤ設定を認めないこととする 

 

また、国土交通省は、平成１６年９月２８日に以下の運用を図ることを表明した。 

①平成１７年４月１日からの B７４７－４００を除く３発機、４発機の就航禁止、平成１８年４月１日

からのすべての３発機、４発機の就航禁止 

②ジェット機枠２００回、プロペラ機枠１７０回をめざした YS 代替ジェット機枠の段階的な見直し

③ジェット機枠を中・近距離路線に優先的に使用し、長距離路線には使用しないよう努める 

 

更に同年１２月１４日には、環境調和型の空港をめざすため、大阪国際空港の今後のあり方と

して以下の措置を講じることとした。 

①第２種 A 空港への変更についての検討 

②総枠３７０（うちジェット枠については２００）を上限として運用 

③現在の２４時間運用から、７時から２１時までの運用に短縮 

④今回の運用見直し後、騒音対策区域の見直しを実施 

⑤住宅防音工事事業内容の大幅な見直しなど、環境対策事業の見直しを実施 

⑥空港利用者に特別着陸料（３００円）を求め、負担関係の明確化を図ることを検討 

 

平成２４年２月、国土交通省から１１市協の要望書にある「現行の総枠内での柔軟な運用」につ

いての照会があり、同年３月に１１市協は、安全・環境対策を最優先で実施することを前提に以下

の回答を行った。 

①現行の第１種騒音対策区域のコンターを下回ること 

②現行のプロペラ機枠を低騒音機材で使用すること 

 

平成２４年１２月にプロペラ機枠の段階的低騒音機枠化が決まり、以下のとおり平成２５年の夏

ダイヤからの３か年計画が始まった。 

①平成２５年３月 ５０回の枠   

②平成２６年３月 １００回の枠  

③平成２７年３月 １７０回の枠 
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 低騒音機として使用できるジェット機は以下のとおり。 

①ＣＲＪ１・２・７（ＣＲＪ１は平成２７年９月退役、ＣＲＪ２は平成３０年１月退役）、E１７０、 

B７３７（－７００、－８００に限る）、A３２０ceo、MD９０（平成２５年３月末退役） 

②平成２７年１０月１日からＢ７８８（B７８７－８） 

③平成２９年４月１日からＢ７８９（B７８７－９）、Ｅ１９０ 

④平成３０年４月１日からＡ３２１neo、Ａ３２１ceo 

⑤令和３年４月１日から A３２０neo 

⑥令和４年４月１日から A３５９（A３５０－９００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ⅹ．空港の位置付け 

（１）空港整備法から空港法への改正（平成２０年６月１８日） 

「空港整備法」から「空港法」への改正により、大阪国際空港は第１種空港から「国際航空輸

送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港」となる。（成田国際空港、東京国際空港、大阪国

際空港、新千歳空港及び福岡空港等２８空港を定める。） 

 

（２）「空港の設置及び管理に関する基本方針」（平成２０年 1２月２４日国土交通省策定） 

  空港法により国土交通大臣が基本方針を策定。 

 (抜粋) 

近畿圏における空港相互間の連携のあり方として、次のように位置づけられた。 

①関西国際空港は西日本を中心とする国際拠点空港であり、関西圏の国内線の基幹空

港。国際線が就航する空港は、今後とも関西国際空港に限定することが適当。 

②大阪国際空港は国内線の基幹空港であり、環境と調和した都市型空港。 

③神戸空港は１５０万都市神戸及びその周辺の国内航空需要に対応する地方空港。 

 

 

※１１市協：現在の大阪国際空港周辺都市対策協議会（１０市協） 

 大阪国際空港周辺の１０市（豊中、伊丹、川西、池田、宝塚、尼崎、西宮、芦屋、吹

田、箕面）で構成され、同空港における騒音・安全対策の促進および空港と周辺地

域との調和を図ることを目的に、国土交通省や空港運営会社、航空会社等の関係

機関への要望活動を行っている。  

 

昭和３９年(１９６４年) 「大阪国際空港騒音対策協議会」として発足 

              （豊中、伊丹、川西、池田、宝塚、尼崎、西宮、箕面の 8 市） 

昭和４６年(１９７１年) 大阪、吹田、芦屋が加入し、１１市協に 

平成１７年(２００５年) 現名称に変更 

平成２４年(２０１２年) 大阪市が脱退し１０市協に 
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Ⅺ．関西国際空港と大阪国際空港の経営統合について 
   （新関西国際空港株式会社の設立） 
 
（１）経営統合の経緯 

①平成２２年 ５月１７日 国土交通省成長戦略会議 航空分科会 

 国土交通大臣へ成長戦略会議航空分科会報告を提言 

②平成２２年１１月２２日 「第２回 関西国際空港・大阪国際空港の経営統合に関する意見 

 交換会」において、国土交通省航空局から経営統合案を提示 

③平成２３年 ２月１７日 １１市協臨時総会において、経営統合を承認。１８日に、経営統合 

 に関して国と１１市協で存続協定にかかる確認書を締結 

④平成２３年 ５月１４日 「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 

 及び管理に関する法律」可決成立 

⑤平成２４年 ４月 １日 新関西国際空港株式会社設立 

⑥平成２４年 ７月 １日 関西国際空港と大阪国際空港の経営が統合され、新関西国際空 

 港株式会社による両空港の運営開始 

 

（２）経営統合法の主な内容 

①経営統合の目的 

      関西国際空港の国際拠点空港としての機能の再生・強化、関西国際空港及び大阪国際

空港の適切かつ有効な活用を通じた関西の航空輸送需要の拡大を図り、わが国の国際競

争力の強化及び関西経済の活性化に寄与する。 

 

②関西国際空港・大阪国際空港の基本方針 

        関西国際空港・大阪国際空港の一体的かつ効率的な運営を行うための基本方針を定め

る。 

（資料№４ 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関

する基本方針（抜粋）） 

   

  ③統合事業運営会社（新関西国際空港株式会社） 

・平成２４年度に、国が１００％出資する統合事業運営会社を設置。 

・関西国際空港を上下分離し、建物・設備と大阪国際空港を保有する統合事業運営会社が

事業運営を行い、土地を保有する「関西国際空港土地保有会社」に使用料を支払う。 

・統合事業運営会社は空港事業の運営権の売却（コンセッション）を速やかに実施、バランス

シート改善等を推進する。 

・大阪国際空港の環境対策 

 

（３）経営統合後の環境対策について（確認書より） 

     大阪国際空港の会社化後にあっても、①安全・環境対策について、国土交通省が責任を

もって実施するための方策を講じること。②存続協定の遵守並びに安全・環境対策に関する

協議の場として、国土交通省、運営会社、１１市協を構成団体として協議の場を設置すること。

以上の内容の確認書を国土交通省航空局長と１１市協とで締結した。 

（資料№３ 経営統合後の環境対策について） 
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Ⅻ．関西国際空港、大阪国際空港及び神戸空港運営事業等  

（１）公共施設等運営権の設定（コンセッション）とは 

   コンセッションとは、国・地方公共団体等に公共施設の所有権を残したまま、公共施設等を 

運営して利用料金を収受する権利（公共施設等運営権）を民間事業者に譲渡する事業スキーム 

を指す。これにより、公共施設の運営主体が国・地方公共団体等から民間事業者となる。 

   関西国際空港及び大阪国際空港は、平成２８年４月１日に運営権が新関西国際空港株式会社

から関西エアポート株式会社に引き継がれた（事業期間は、令和４２年（２０６０年）３月３１日まで

の４４年間）。 

    神戸空港は、平成３０年（２０１８年）４月１日に運営権が神戸市から関西エアポート神戸株式会 

 社に引き継がれた（事業期間は令和４２年（２０６０年）３月３１日までの４２年間）。 

 

（２）運営権引継までの経過 

   平成２６年  ７月２５日 新関西国際空港株式会社は、関西国際空港及び大阪国際空港 

運営事業等実施方針を定めた。 

   平成２７年 １１月２０日 新関西国際空港株式会社は、オリックス、ヴァンシ・エアポートコンソ

ーシアム構成員各社と基本協定書を締結 

    平成２７年 １２月  １日  関西エアポート株式会社設立 

   平成２７年 １２月１５日 新関西国際空港株式会社と関西エアポート株式会社が公共施設等 

運営権実施契約を締結 

   平成２８年  ３月２２日 １０市協が関西エアポート株式会社に要望書（平成２７年度運動 

方針）を提出 

   平成２８年  ４月 １日 関西エアポート株式会社による関西国際空港・大阪国際空港の運

営開始 

   平成２９年  ８月１０日   関西エアポート神戸株式会社設立 

   平成３０年  ４月 １日   関西エアポート神戸株式会社による神戸空港の運営開始 

 

（３）運営形態 

①関西国際空港及び大阪国際空港 
 
○平成２８年３月まで 

 

 

 

 

○平成２８年４月から令和３年３月まで 

 

 

 

       
                                     

 

                                                  

・関西エアポート株式会社が実施する空港運営業務のうち、一部の専門業務を新関西国際空港株式会社に委託 

・新関西国際空港株式会社は、受託した業務を実施するとともに、業務を通じて、関西エアポートに知識、経験、 

ノウハウ等を提供 

大阪国際空港 

関西国際空港 

大阪国際空港 
関西国際空港 新関西国際空港(株) 

（土地、施設の所有者）（運営権者） 

新関西国際空港(株) 
（土地、施設の所有者） （運営権者） 

新関西国際空港(株) 
（特定業務担当） 

空港運営 

実施契約 空港運営 

運営権設定 

モニタリング 
特定業務委託契約 

関西エアポート(株) 
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○令和３年４月以降 

 

 

 
 
 
②神戸空港 
 
○平成３０年３月まで 

 

 

 
 
○平成３０年４月以降 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神戸空港 
神戸市 

（土地、施設の所有者）（運営権者） 

空港運営 

神戸空港 神戸市 
（土地、施設の所有者） 

大阪国際空港 

関西国際空港 

（運営権者） 

実施契約 

新関西国際空港(株) 
（土地、施設の所有者） 

空港運営 

運営権設定 

モニタリング 

（運営権者） 

関西エアポート神戸(株) 

実施契約 空港運営 

運営権設定 

モニタリング 

関西エアポート(株) 
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ⅩⅣ. その他の関係協議会 

 

（１）全国民間空港関係市町村協議会 

加盟市長村が有する民間空港関連の各種の問題を総合的に調査研究し、これを解決する

ための方策を推進することを目的に、国土交通省等の関係機関への要望活動などを行って

いる。 

①昭和４２年（1967 年）２月２３日 発足 

②昭和４９年（1974年）３月２８日 「利害が相反する自治体の集まりであり、運動は11市協 

1 本に絞った方が望ましい」ことから豊中市が脱退 

③平成２３年（2011 年）４月 １日 「空港を活かしたまちづくりの一環として、平成 22 年 9 月 

から就航都市間交流に取り組んでいる」ことから豊中 

市再加入 

加入団体数 ９７団体 （７３空港） （令和４年（2022 年）７月１日現在） 

 

（２）ITAMI エアポート環境推進協議会 

（平成 30 年 5 月 24 日に大阪国際空港エコエアポート協議会から名称等変更） 

大阪国際空港において官公署や事業者がそれぞれの立場で行っている環境保全の活動

をより実効性のあるものにするとともに、関西エアポート(株)、官公署、空港内事業者が力を

合わせ、環境保全・創造・PR 活動を推進することを目的に設置され、国土交通省、航空会社、

空港内事業者等 37 社（団体）で構成されている。 

�．
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第３章 大阪国際空港の周辺環境対策 
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（
大

阪
地

裁
）

S
4
9
. 
3
.

緑
地

造
成

事
業

開
始

、
大

阪
国

際
空

港
周

辺
整

備

計
画

策
定

S
4
9
. 
3
. 
1

郵
政

省
が

夜
間

郵
便

機
を

廃
止

S
4
9
. 
3
.1

2
原

告
（
住

民
）
控

訴
（
大

阪
高

裁
）

S
4
9
. 
3
.1

3
被

告
（
国

）
控

訴
（
大

阪
高

裁
）

S
4
9
. 
3
.2

7
「
航

空
機

騒
音

防
止

法
」
大

改
正

S
4
9
.

再
開

発
整

備
事

業
開

始

S
4
9
. 
4
. 
1

住
宅

防
音

工
事

助
成

の
開

始
、

周
辺

整
備

空
港

に

指
定

S
4
9
. 
4
.1

5
大

阪
国

際
空

港
周

辺
整

備
機

構
設

立
（
周

辺
対

策

事
業

を
実

施
）

S
4
9
. 
8
.1

3
航

空
審

議
会

「
関

西
国

際
空

港
の

規
模

及
び

位
置

」

に
つ

い
て

答
申

S
4
9
. 
9
. 
1

A
R

T
S
-
J
の

運
用

開
始

S
4
9
.1

2
.1

0
大

阪
国

際
空

港
公

害
訴

訟
（
第

４
次

提
訴

大
阪

地
裁

）

S
5
0
.

共
同

住
宅

事
業

、
代

替
地

造
成

事
業

、
巡

回
健

康

診
断

事
業

開
始

S
5
0
.1

1
.2

7
大

阪
国

際
空

港
公

害
訴

訟
第

２
審

判
決

（
大

阪
高

裁
）

S
5
0
.1

2
. 
2

被
告

（
国

）
上

告
（
1
2
.8

受
理

）

S
5
0
.1

2
.1

2
国

内
線

の
夜

９
時

以
降

の
ダ

イ
ヤ

廃
止

（
国

際
線

は
昭

和
５

１
．

７
．

１
３

か
ら

）

S
5
2
.

営
業

者
に

対
す

る
貸

付
及

び
利

子
補

給
開

始
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年
月

日
運

営
・
設

備
年

月
日

関
係

団
体

年
月

日
空

港
周

辺
対

策
年

月
日

就
航

機
材

・
規

制

S
5
2
. 
4
. 
3

大
型

機
導

入
に

伴
う

「
１

０
項

目
の

覚
書

」
締

結

S
5
2
. 
5
.1

9
国

内
線

大
型

機
就

航
（
B

７
４

７
、

L
１

０
１

１
）

S
5
2
.1

0
. 
1

ジ
ェ

ッ
ト

機
の

発
着

回
数

を
１

日
あ

た
り

２
０

０
回

、

総
発

着
回

数
を

３
７

０
回

に
制

限

S
5
3
.

環
境

基
盤

施
設

整
備

事
業

開
始

S
5
3
. 
4
.2

5
国

際
線

大
型

機
就

航
（
B

７
４

７
、

D
C

１
０

、
A

３
０

０
）

S
5
3
. 
8
.3

1
上

告
審

最
高

小
法

廷
か

ら
大

法
廷

へ
回

付

S
5
3
.1

1
.

大
阪

国
際

空
港

周
辺

整
備

促
進

資
金

（
甲

・
乙

資
金

）

開
設

S
5
4
. 
4
. 
1

住
宅

等
の

移
転

者
に

対
す

る
利

子
補

給
開

始

S
5
5
. 
4
.1

6
上

告
審

最
高

裁
審

理
や

り
な

お
し

を
決

定

S
5
5
. 
6
.2

0
公

害
等

調
整

委
員

会
・
調

停
委

員
会

　
調

停
条

項
案

提
示

S
5
6
.1

0
. 
1

バ
イ

パ
ス

誘
導

路
（
W

-
2
）
供

用
開

始

S
5
6
.1

2
.1

6
大

阪
国

際
空

港
公

害
訴

訟
上

告
審

判
決

（
最

高
裁

大
法

廷
）

S
5
7
. 
5
.3

1
大

阪
国

際
空

港
公

害
訴

訟
（
第

５
次

提
訴

大
阪

地
裁

）

S
5
7
. 
7
.1

4
第

4
次

～
第

５
次

訴
訟

の
併

合
審

理

S
5
8
. 
5
.1

4
大

阪
国

際
空

港
公

害
訴

訟
第

１
回

和
解

交
渉

S
5
8
. 
6
.2

1
B

７
６

７
就

航

S
5
8
. 
7
. 
9

大
阪

国
際

空
港

公
害

訴
訟

第
２

回
和

解
交

渉

S
5
8
.1

1
.3

0
運

輸
省

、
当

面
午

後
9
時

以
降

発
着

す
る

ダ
イ

ヤ
を

認
め

る
考

え
は

な
い

旨
を

1
1
市

協
に

文
書

回
答

S
5
8
.1

2
.2

4
大

阪
国

際
空

港
公

害
訴

訟
第

３
回

和
解

交
渉

S
5
9
. 
1
.1

0
大

阪
地

裁
、

総
額

1
3
億

円
に

職
権

和
解

案
を

提
示

S
5
9
. 
3
.1

7
大

阪
国

際
空

港
公

害
訴

訟
和

解
成

立
（
第

４
次

・

第
５

次
）

S
5
9
. 
7
. 
9

泉
州

市
・
町

関
西

国
際

空
港

対
策

協
議

会
発

足

S
6
0
. 
9
.3

0
空

港
周

辺
整

備
機

構
設

立
（
大

阪
機

構
と

福
岡

機
構

統
合

）

S
6
1
.

Ｂ
７

０
７

（
８

月
）
、

Ｄ
Ｃ

８
（
１

１
月

）
退

役

S
6
1
.1

2
.2

3
伊

丹
1
次

～
6
次

・
尼

崎
・
大

阪
の

各
調

停
団

と
調

停

成
立

S
6
2
.

関
西

新
空

港
工

事
開

始
.

S
6
2
. 
1
. 
5

第
２

種
・
第

３
種

区
域

縮
小

告
示

（
適

用
　

平
成

元
年

３
月

３
１

日
）

S
6
2
. 
2
.2

7
大

阪
国

際
空

港
周

辺
緑

地
事

業
開

始

（
都

市
計

画
決

定
）

S
6
2
. 
3
.1

1
運

輸
省

逆
発

進
改

善
案

S
6
3
. 
1
.1

3
大

阪
国

際
空

港
周

辺
緑

地
（
利

用
緑

地
）
の

事
業

承
認

・
認

可
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年
月

日
運

営
・
設

備
年

月
日

関
係

団
体

年
月

日
空

港
周

辺
対

策
年

月
日

就
航

機
材

・
規

制

S
6
3
. 
6
. 
4

運
輸

省
「
大

阪
国

際
空

港
に

お
け

る
Y
S
１

１
型

機

代
替

の
た

め
の

ジ
ェ

ッ
ト

機
発

着
回

数
枠

設
定

に
つ

い
て

」
１

１
市

協
へ

提
示

S
6
3
.1

0
.2

7
「
今

後
の

大
阪

国
際

空
港

の
運

営
と

環
境

対
策

に

つ
い

て
」
（
Y
S
代

替
ジ

ェ
ッ

ト
５

０
便

に
係

る
覚

書
）
調

印

S
6
3
.1

2
.

大
阪

国
際

空
港

周
辺

地
区

整
備

計
画

（
案

）
策

定

S
6
3
.1

2
. 
1

Y
S
１

１
型

機
の

代
替

機
が

就
航

H
元

.
街

区
再

編
整

備
事

業
開

始

H
元

. 
5
.2

4
【
住

宅
】
空

気
調

和
機

器
更

新
工

事
助

成
開

始

H
元

. 
8
.3

1
B

７
２

７
退

役

H
元

.1
0
. 
3

生
活

保
護

等
世

帯
空

気
調

和
機

器
稼

働
費

助
成

開
始

H
 2

.1
1
.2

2
「
大

阪
国

際
空

港
の

今
後

の
運

用
及

び
環

境
対

策
に

関
す

る
協

定
」
を

伊
丹

・
大

阪
調

停
団

と
調

印

H
 2

.1
2
. 
3

運
輸

省
と

１
１

市
協

「
大

阪
国

際
空

港
の

存
続

及
び

H
 2

.1
2
. 
3

「
大

阪
国

際
空

港
の

存
続

及
び

今
後

の
同

空
港

の

今
後

の
同

空
港

の
運

用
等

に
関

す
る

協
定

」
に

運
用

等
に

関
す

る
協

定
」
の

中
に

「
当

面
、

午
後

９
時

調
印

、
大

阪
国

際
空

港
の

存
続

が
決

定
以

降
翌

日
午

前
７

時
ま

で
に

発
着

す
る

ダ
イ

ヤ
設

定

を
認

め
な

い
こ

と
と

す
る

。
」
を

規
定

H
 3

. 
2
.1

8
大

阪
国

際
空

港
周

辺
対

策
基

金
設

置
　

H
 3

.
【
教

育
施

設
等

】
空

気
調

和
機

器
機

能
回

復
工

事

助
成

開
始

H
 3

. 
6
.1

0
告

示
日

後
住

宅
の

防
音

工
事

助
成

開
始

H
 3

. 
7
. 
1

大
阪

国
際

空
港

周
辺

対
策

基
金

事
業

開
始

H
 3

. 
8
. 
1

豊
中

航
空

機
公

害
対

策
連

合
協

議
会

発
足

H
 4

. 
1
.3

1
運

輸
省

「
大

阪
国

際
空

港
に

お
け

る
Y
S
１

１
型

機

代
替

の
た

め
の

ジ
ェ

ッ
ト

機
発

着
回

数
枠

に
つ

い
て

」

１
１

市
協

へ
提

示

H
 4

. 
5
.1

6
運

輸
省

と
１

１
市

協
が

Y
S
代

替
ジ

ェ
ッ

ト
５

０
便

に

係
る

覚
書

調
印

（
代

替
枠

１
０

０
便

へ
）

H
 5

.
一

般
世

帯
空

気
調

和
機

器
稼

働
費

助
成

開
始

H
 6

. 
1
.1

3
大

阪
国

際
空

港
と

関
西

国
際

空
港

の
機

能
分

担

協
議

成
立

H
 6

. 
9
. 
4

関
西

国
際

空
港

開
港

H
 6

. 
9
. 
4

国
際

線
の

廃
止

H
 7

. 
1
.1

7
阪

神
淡

路
大

震
災

　
特

別
措

置
と

し
て

2
1
時

台
の

臨
時

便
ダ

イ
ヤ

を
設

定
（
2
月

7
日

か
ら

4
月

1
4
日

）

H
 7

. 
6
. 
6

大
阪

国
際

空
港

周
辺

環
境

整
備

事
業

助
成

開
始

H
 7

.1
0
.3

1
L
１

０
１

１
退

役

H
 7

.1
2
.2

3
B

７
７

７
就

航

H
 8

. 
9
. 
5

大
阪

国
際

空
港

及
び

そ
の

周
辺

地
域

活
性

化
促

進

協
議

会
発

足
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年
月

日
運

営
・
設

備
年

月
日

関
係

団
体

年
月

日
空

港
周

辺
対

策
年

月
日

就
航

機
材

・
規

制

H
 9

. 
4
. 
1

大
阪

モ
ノ

レ
ー

ル
乗

入
れ

開
始

H
 9

.1
1
.1

3
大

阪
国

際
空

港
地

域
活

性
化

調
査

報
告

と
り

ま
と

め

H
1
0
. 
1
.3

0
１

１
市

協
「
大

阪
国

際
空

港
の

騒
音

指
定

区
域

見
直

し

に
つ

い
て

」
運

輸
省

に
回

答

H
1
0
. 
7
. 
1

Ｙ
Ｓ

代
替

等
含

む
低

騒
音

ジ
ェ

ッ
ト

機
の

導
入

（
当

初
３

０
便

、
１

５
年

度
か

ら
＋

２
０

便
）

H
1
1
. 
1
.1

4
大

阪
国

際
空

港
周

辺
地

域
活

性
化

連
絡

会
発

足

H
1
1
. 
7
. 
8

南
タ

ー
ミ

ナ
ル

ビ
ル

が
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
オ

ー
プ

ン

H
1
3
. 
3
. 
1

航
空

局
の

新
庁

舎
が

完
成

し
、

新
管

制
塔

で
の

運
用

開
始

H
1
4
. 
1
.3

0
１

１
市

協
「
プ

ロ
ペ

ラ
枠

１
２

０
回

で
の

リ
ー

ジ
ョ

ナ
ル

ジ
ェ

ッ
ト

導
入

受
け

入
れ

に
つ

い
て

」
国

土
交

通
省

に

回
答

H
1
4
. 
4
.1

1
大

阪
国

際
空

港
周

辺
緑

地
（
緩

衝
緑

地
Ⅰ

期
）
の

事
業

承
認

・
認

可

H
1
4
. 
4
.1

8
リ

ー
ジ

ョ
ナ

ル
ジ

ェ
ッ

ト
（
Ｃ

Ｒ
Ｊ

２
０

０
）
就

航

H
1
4
. 
6
.1

8
大

型
防

音
壁

の
使

用
開

始

H
1
4
.1

2
. 
6

大
阪

国
際

空
港

の
あ

り
方

に
つ

い
て

交
通

政
策

審
議

会
航

空
分

科
会

答
申

H
1
5
. 
2
. 
1

D
H

C
-
８

-
４

０
０

就
航

H
1
5
.1

0
. 
1

独
立

行
政

法
人

空
港

周
辺

整
備

機
構

設
立

H
1
6
. 
3
.3

1
一

般
世

帯
空

気
調

和
機

器
稼

働
費

助
成

廃
止

H
1
6
. 
9
.2

8
国

は
大

阪
国

際
空

港
の

今
後

の
運

用
見

直
し

を
決

定

H
1
6
.1

1
. 
8

国
土

交
通

省
は

「
大

阪
国

際
空

港
の

今
後

の
運

用

の
あ

り
方

」
に

つ
い

て
方

針
を

提
示

H
1
6
.1

2
.1

4
国

土
交

通
省

は
「
大

阪
国

際
空

港
の

今
後

の
運

用

の
あ

り
方

」
に

つ
い

て
最

終
方

針
を

決
定

H
1
7
. 
3
.3

1
街

区
再

編
整

備
事

業
終

了

H
1
7
. 
4
. 
1

B
７

４
７

－
４

０
０

を
除

い
た

3
発

機
以

上
の

航
空

機
の

就
航

禁
止

H
1
7
. 
9
. 
2

１
１

市
協

の
名

称
を

「
大

阪
国

際
空

港
周

辺
都

市
対

策

協
議

会
」
に

変
更

H
1
7
.1

2
.2

2
共

同
住

宅
事

業
廃

止

H
1
8
. 
2
.1

6
神

戸
空

港
開

港

H
1
8
. 
4
. 
1

す
べ

て
の

３
発

機
以

上
の

航
空

機
の

就
航

禁
止

空
港

の
運

用
時

間
を

１
４

時
間

（
７

時
～

２
１

時
）
に

変
更

H
1
8
. 
9
.3

0
Ｙ

Ｓ
１

１
退

役

H
1
9
. 
3
. 
9

伊
丹

市
「
大

阪
国

際
空

港
と

共
生

す
る

都
市

宣
言

」

が
議

決
さ

れ
る
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年
月

日
運

営
・
設

備
年

月
日

関
係

団
体

年
月

日
空

港
周

辺
対

策
年

月
日

就
航

機
材

・
規

制

H
1
9
. 
4
. 
1

１
日

当
た

り
ジ

ェ
ッ

ト
枠

２
０

０
便

、
プ

ロ
ペ

ラ
枠

１
７

０
便

と
な

る
 

H
1
9
. 
6
.2

1
今

後
の

空
港

及
び

航
空

保
安

施
設

の
整

備
及

び

運
営

に
関

す
る

方
策

に
つ

い
て

、
交

通
政

策
審

議
会

航
空

分
科

会
最

終
答

申

H
1
9
. 
8
. 
2

関
西

国
際

空
港

、
第

二
滑

走
路

供
用

開
始

H
2
0
. 
6
. 
1
8

空
港

整
備

法
の

一
部

改
正

、
空

港
法

に
改

称
　

　

管
理

主
体

別
に

再
編

、
空

港
維

持
管

理
経

費
の

３
分

の
１

が
地

方
負

担
と

な
る

（
平

成
２

４
年

度
末

ま
で

軽
減

措
置

あ
り

）

H
2
0
.1

1
. 
7

国
土

交
通

省
、

騒
音

対
策

区
域

の
見

直
し

案
を

府
県

へ
提

示

H
2
0
.1

2
.1

9
大

阪
府

知
事

、
騒

音
対

策
区

域
の

見
直

し
に

つ
い

て

国
土

交
通

省
大

臣
に

回
答

H
2
0
.1

2
.2

4
国

土
交

通
省

「
空

港
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

基
本

方
針

」
策

定
　

大
阪

国
際

空
港

は
国

内
線

の

基
幹

空
港

H
2
1
. 
3
. 
6

騒
音

対
策

区
域

の
見

直
し

告
示

（
第

１
種

区
域

は
平

成
２

２
年

４
月

１
日

か
ら

、

第
２

種
・
第

３
種

区
域

は
平

成
２

２
年

１
０

月
１

日

か
ら

適
用

）

H
2
1
. 
3
.3

1
代

替
地

造
成

事
業

、
営

業
者

に
対

す
る

貸
付

及
び

利
子

補
給

廃
止

H
2
2
. 
5
.1

7
国

土
交

通
省

成
長

戦
略

会
議

　
第

１
回

関
西

国
際

空
港

・
大

阪
国

際
空

港
の

経
営

統
合

に
関

す
る

航
空

分
科

会
報

告

H
2
2
. 
6
.3

0
Ｍ

Ｄ
８

１
退

役

H
2
2
. 
7
. 
9

国
際

チ
ャ

ー
タ

ー
便

の
運

航
（
上

海
万

博
に

お
い

て

兵
庫

県
の

観
光

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
）

H
2
2
. 
9
.3

0
第

１
回

関
西

国
際

空
港

・
大

阪
国

際
空

港
の

経
営

統
合

に
関

す
る

意
見

交
換

会
(成

長
戦

略
会

議
の

報
告

を
受

け
て

の
認

識
共

有
)

H
2
2
.1

0
. 
1

Ｅ
Ｒ

Ｊ
（
Ｅ

１
７

０
）
就

航

H
2
2
.1

1
.2

2
第

２
回

関
西

国
際

空
港

・
大

阪
国

際
空

港
の

経
営

統
合

に
関

す
る

意
見

交
換

会
(国

か
ら

経
営

統
合

の
趣

旨
、

基
本

的
な

考
え

方
を

説
明

)

H
2
2
.1

1
.3

0
大

阪
国

際
空

港
関

係
自

治
体

と
の

事
務

打
ち

合
わ

せ

会
(国

が
民

営
化

に
伴

う
環

境
対

策
に

つ
い

て
（
案

）

を
提

示
)
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年
月

日
運

営
・
設

備
年

月
日

関
係

団
体

年
月

日
空

港
周

辺
対

策
年

月
日

就
航

機
材

・
規

制

H
2
2
.1

2
. 
7

国
に

対
し

、
１

１
市

協
か

ら
経

営
統

合
に

つ
い

て

意
見

書
を

提
出

(４
項

目
)

H
2
2
.1

2
.2

1
第

3
回

関
西

国
際

空
港

・
大

阪
国

際
空

港
の

経
営

統
合

に
関

す
る

意
見

交
換

会
・
法

案
の

考
え

方
（
案

）

を
提

示

H
2
3
. 
1
.2

0
第

4
回

関
西

国
際

空
港

・
大

阪
国

際
空

港
の

経
営

統
合

に
関

す
る

意
見

交
換

会
・
経

営
統

合
に

関
す

る

試
算

に
つ

い
て

説
明

H
2
3
. 
1
.2

6
国

土
交

通
大

臣
・
副

大
臣

・
政

務
官

に
対

し
、

１
１

市
協

か
ら

経
営

統
合

に
つ

い
て

要
望

H
2
3
. 
1
.2

7
関

空
協

・
１

１
市

協
意

見
交

換
会

(関
空

・
大

阪
国

際

空
港

の
現

状
及

び
経

営
統

合
に

つ
い

て
)

H
2
3
. 
2
.1

7
１

１
市

協
臨

時
総

会
（
法

案
を

承
認

）

H
2
3
. 
2
.1

8
第

５
回

関
西

国
際

空
港

・
大

阪
国

際
空

港
の

経
営

統
合

に
関

す
る

意
見

交
換

会
（
関

空
・
大

阪
国

際

空
港

の
経

営
統

合
法

案
の

骨
子

（
案

）
を

提
示

）

H
2
3
. 
2
.1

8
経

営
統

合
に

関
し

て
国

と
１

１
市

協
で

存
続

協
定

に

か
か

る
確

認
書

を
締

結

H
2
3
. 
2
.2

8
国

土
交

通
大

臣
・
副

大
臣

・
政

務
官

に
対

し
、

関
空

協

と
１

１
市

協
の

共
同

で
経

営
統

合
に

つ
い

て
要

望

H
2
3
. 
3
.1

5
「
東

北
地

方
太

平
洋

沖
地

震
に

伴
う

大
阪

国
際

空
港

の
運

用
等

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
」
大

阪
国

際
空

港

長
よ

り
協

力
依

頼
(臨

時
便

ジ
ェ

ッ
ト

枠
外

、
臨

時
便

、

遅
延

便
の

午
後

１
０

時
ま

で
、

自
衛

隊
機

の
使

用
)　

　
６

月
１

１
日

に
解

除

H
2
3
. 
5
.1

7
「
関

西
国

際
空

港
及

び
大

阪
国

際
空

港
の

一
体

的

か
つ

効
率

的
な

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

」

制
定

H
2
3
. 
7
. 
5

B
７

８
７

テ
ス

ト
飛

行

H
2
3
.1

0
.1

2
長

距
離

路
線

の
復

便
及

び
増

便
に

関
す

る
共

同

要
望

書
を

国
土

交
通

大
臣

に
提

出
(北

海
道

７
市

町
、

　

鹿
児

島
県

１
市

、
沖

縄
県

３
市

、
大

阪
府

２
市

、

兵
庫

県
１

市
)

H
2
4
. 
1
.2

3
B

７
８

７
就

航
(羽

田
便

)

H
2
4
. 
3
.3

0
１

１
市

協
が

今
後

の
大

阪
国

際
空

港
の

運
用

に

つ
い

て
の

意
見

書
を

航
空

局
航

空
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
部

長

に
提

出

H
2
4
. 
3
.3

1
大

阪
国

際
空

港
周

辺
緑

地
（
緩

衝
緑

地
Ⅰ

期
）
の

整
備

が
完

了
（
一

部
を

除
く
）

H
2
4
. 
4
. 
1

新
関

西
国

際
空

港
株

式
会

社
設

立
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年
月

日
運

営
・
設

備
年

月
日

関
係

団
体

年
月

日
空

港
周

辺
対

策
年

月
日

就
航

機
材

・
規

制

H
2
4
. 
6
.2

2
「
関

西
国

際
空

港
と

大
阪

国
際

空
港

の
一

体
的

か
つ

効
率

的
な

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

基
本

方
針

」

策
定

H
2
4
. 
7
. 
1

「
関

西
国

際
空

港
」
と

「
大

阪
国

際
空

港
」
の

経
営

統
合

新
関

西
国

際
空

港
株

式
会

社
に

よ
る

両
空

港
の

運
営

開
始

H
2
4
. 
7
.2

7
大

阪
市

１
１

市
協

を
脱

会
、

１
０

市
協

と
な

る

H
2
4
.1

2
. 
3

１
０

市
協

・
国

交
省

・
新

関
西

国
際

空
港

株
式

会
社

に
よ

る
「
安

全
・
環

境
対

策
」
に

関
す

る
協

議
の

場
で

「
プ

ロ
ペ

ラ
機

枠
の

段
階

的
低

騒
音

機
枠

化
」
了

承

H
2
5
. 
3
.3

1
テ

レ
ビ

受
信

障
害

対
策

補
助

廃
止

H
2
5
. 
3
.3

1
プ

ロ
ペ

ラ
機

枠
の

低
騒

音
機

枠
へ

の
転

換
開

始

（
３

年
計

画
）

H
2
5
.1

1
.2

8
「
協

議
の

場
」
を

開
催

　
新

関
西

国
際

空
港

株
式

会
社

か
ら

示
さ

れ
た

低
騒

音
機

枠
化

の
第

2
段

階
案

を
了

承

H
2
6
. 
3
.3

0
プ

ロ
ペ

ラ
機

枠
の

低
騒

音
機

枠
へ

の
転

換

（
第

２
段

階
）

H
2
6
. 
3
.3

1
大

阪
国

際
空

港
周

辺
緑

地
（
利

用
緑

地
）
の

整
備

が
完

了
（
一

部
を

除
く
）

H
2
6
. 
7
.2

5
「
関

西
国

際
空

港
及

び
大

阪
国

際
空

港
特

定
空

港

運
営

事
業

等
実

施
方

針
」
の

公
表

H
2
6
.1

2
.2

4
「
協

議
の

場
」
を

開
催

　
新

関
西

国
際

空
港

株
式

会
社

か
ら

示
さ

れ
た

低
騒

音
機

枠
化

の
第

3
段

階
案

を
了

承

H
2
7
. 
3
.2

9
プ

ロ
ペ

ラ
機

枠
の

低
騒

音
機

枠
へ

の
転

換

完
了

（
第

３
段

階
）

H
2
7
.3

.3
1

環
境

基
盤

施
設

整
備

事
業

廃
止

H
2
7
.

移
転

補
償

跡
地

の
売

却
促

進
等

に
資

す
る

基
盤

施
設

整
備

事
業

開
始

H
2
7
.1

2
. 
1

関
西

エ
ア

ポ
ー

ト
株

式
会

社
設

立

H
2
7
.1

2
.1

5
新

関
西

国
際

空
港

株
式

会
社

と
関

西
エ

ア
ポ

ー
ト

株
式

会
社

が
公

共
施

設
等

運
営

権
実

施
契

約
を

締
結

H
2
8
. 
2
.

タ
ー

ミ
ナ

ル
ビ

ル
改

修
工

事
　

着
工

H
2
8
. 
4
. 
1

関
西

エ
ア

ポ
ー

ト
株

式
会

社
に

よ
る

両
空

港
の

運
営

開
始

H
3
0
. 
4
. 
1

関
西

エ
ア

ポ
ー

ト
神

戸
株

式
会

社
に

よ
る

神
戸

空
港

の
運

営
開

始

H
3
0
. 
4
.1

8
タ

ー
ミ

ナ
ル

ビ
ル

改
修

　
中

央
お

よ
び

屋
上

エ
リ

ア

先
行

オ
ー

プ
ン

H
3
0
. 
9
.1

0
国

土
交

通
省

か
ら

台
風

２
１

号
被

害
に

伴
う

関
西

国
際

空
港

の
空

港
機

能
の

代
替

協
力

依
頼
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年
月

日
運

営
・
設

備
年

月
日

関
係

団
体

年
月

日
空

港
周

辺
対

策
年

月
日

就
航

機
材

・
規

制

H
3
0
. 
9
.1

2
１

０
市

協
　

協
力

依
頼

を
承

認
、

運
用

拡
大

（
平

成
３

０
年

１
０

月
１

１
日

終
了

）

H
3
0
.1

2
.2

4
第

8
回

　
関

西
3
空

港
懇

談
会

　
開

催

R
元

. 
5
.1

1
第

9
回

　
関

西
3
空

港
懇

談
会

　
開

催

R
 2

. 
3
.2

9
神

戸
空

港
　

運
用

時
間

延
長

（
2
2
時

か
ら

2
3
時

へ
）

R
 2

. 
3
.2

9
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
（
C

O
V

ID
-
1
9
）
の

影
響

に
伴

う
航

空
需

要
の

減
少

な
ど

へ
の

運
休

・
減

便

対
応

の
開

始

R
 2

. 
8
. 
5

タ
ー

ミ
ナ

ル
ビ

ル
グ

ラ
ン

ド
オ

ー
プ

ン

R
 2

.1
1
.2

8
第

1
0
回

　
関

西
3
空

港
懇

談
会

　
開

催

R
 3

. 
3
.2

6
A

３
５

０
就

航

R
 4

. 
1
.1

3
第

1
1
回

　
関

西
3
空

港
懇

談
会

　
開

催

R
 4

. 
3

大
阪

国
際

空
港

周
辺

地
域

整
備

構
想

策
定

R
 4

. 
9
.1

8
第

1
2
回

　
関

西
3
空

港
懇

談
会

　
開

催

※
表

中
の

運
輸

省
・
環

境
庁

・
郵

政
省

は
、

平
成

１
３

年
１

月
６

日
よ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

国
土

交
通

省
・環

境
省

・総
務

省
。

※
表

中
の

運
輸

省
・
環

境
庁

・
郵

政
省

は
、

平
成

１
３

年
１

月
６

日
よ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

国
土

交
通

省
・環

境
省

・総
務

省
。
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Ⅱ．航空機騒音の現状 

１．飛行経路 

 

         通常時の発着コース（３２運用） 

         逆発着時の発着コース（１４運用） 

 

 ミドーポイント：進入起点 

           ミド―ポイントから着陸までの 

所要時間は４分 

 ▲: ポイント 

    航空機の高度、経路を規制するために 

    用いられる地理上の点 

（実際には何の施設もない） 

  

※代表的な飛行経路であり、 

必ずこの経路を飛ぶわけではありません。 

 

 

           

 

 

 

 

                      

  

   

 

                             

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

大阪国際空港 

西
方
面
出
発 

３，５００ｆｔ 
（１，１００m） 

大大阪阪湾湾  

西方面進入 

東方面進入 

イコマポイント 
３，５００ｆｔ以上 
（１，１００m 以上） 

ミドーポイント 

伊丹 VOR/DME 

東
方
面
出
発 

大大阪阪府府  

航空機は VOR/DME からの方位と距離を知ること

により自機の位置を知るとともに、進むべき航空路

からのずれを把握している。 

 

VOR：超短波全方向式無線標識施設 

   正確な航空路を飛行するため、有効到達距離

内の航空機に対して、方位を連続的に指示す

る施設 

 

DME：距離情報提供装置 

   航 空 機 か ら 発 射 さ れ た 距 離 質 問 電 波 に 

応じて応答電波を発射し、その受信時間から

本装置までの距離を連続測定する装置 

兵兵庫庫県県  
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3
0
8
m

 
  

 
 

                注
：
①

関
西

エ
ア

ポ
ー

ト
株

式
会

社
 

②
大

阪
府

 
 

③
豊

中
市

が
設

置
し

て
い

る
航

空
機

騒
音

測
定

機
器

の
あ

る
施

設
 

（
P

3
8
～

P
39

 
航

空
機

騒
音

測
定

値
の

状
況

参
照

） 

離
着

陸
の

速
度

 

大
阪

国
際

空
港

に
着

陸
す

る
ジ

ェ
ッ

ト
機

の
速

度
は

、
市

南
端

の
神

崎
川

付
近

で
は

約
26

0
㎞

/
時

、
着

陸
し

た
と

き
の

速
度

は
約

2
5
0

㎞
/
時

。
 

ま
た

、
離

陸
時

に
お

け
る

速
度

は
約

3
0
0

㎞
/時

で
、

重
量

が
重

い
ジ

ェ
ッ

ト

機
ほ

ど
速

度
が

必
要

に
な

る
。

 

 
 

建
物

等
の

高
さ

の
制

限
 

航
空

機
は

上
の

図
の

よ
う

な
高

さ
で

着
陸

し
て

お
り

、
危

険
を

防
止

す
る

た
め

に
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律

で
建
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等
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高

さ
が
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限

さ
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。

(航
空

法
第
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9

条
) 

（
Ｐ

5
0
（
3
）
 

航
空

法
等

に
よ

る
制

限
（
物

件
の

高
さ

制
限

・
ド

ロ
ー

ン
な

ど
の

飛
行

制
限

）参
照
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 A
滑

走
路

 

B
滑

走
路

 

1
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0
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1
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勝   部  

原 田 セ ン タ ー （ ① ） 

利 倉 セ ン タ ー （ ① ） 

 

豊 島 温 水 プ ー ル （ ② ） 

青 年 の 家 い ぶ き （ ③ ） 

豊 南 小 学 校 （ ① ） 

庄 内 駅  

庄 内 幸 セ ン タ ー （ ② ） 

名 神 高 速 道 路  

服 部 寿 セ ン タ ー （ ③ ） 
市 南 端  

ロ ー ズ 文 化 ホ ー ル （ ③ ） 

(1
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線
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線
 

※
着

陸
高
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は

簡
易

に
計

算
し
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も

の
で

、
 

概
ね

の
数

字
で

す
 

Ａ
滑

走
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B
滑
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×
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1
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３．航空機騒音に係る環境基準 

（１）航空機騒音に係る環境基準 

 昭和４８年１２月２７日に定められており（環境庁告示）、この達成が航空機騒音対策の

目標となっている。 

   ①環境基準(平成２５年４月１日～) 

地 域 の 類 型 基準値（Ｌｄｅｎによる算出） 

Ⅰ 専ら住居の用に供される地域 ５７デシベル以下 

Ⅱ 
上記以外の地域であって通常の 

生活を保全する必要がある地域 
６２デシベル以下 

②達成期間等 

飛行場の区分 達成期間 改善目標 

新設飛行場 

直ちに  

既 
 

設 
 

飛 
 

行 
 

場 

第３種空港及び 
これに準ずるもの 

第２種空港 
（福岡空港を除く） 

A ５年以内  

B 

１０年以内 
５年以内に、７０デシベル未満とすること又

は７０デシベル以上の地域において屋内で

５０デシベル以下とすること。 
成田国際空港 

 
 

第１種空港 
（成田国際空港を

除く）及び福岡空港 
 

※大阪国際空港は
この区分に該当 

１０年を 
越える 

期間内に
可及的 

速やかに 

１．５年以内に、７０デシベル未満とすること

又は７０デシベル以上の地域において 

屋内で５０デシベル以下とすること。 

２．１０年以内に、６２デシベル未満とする 

こと又は６２デシベル以上の地域に 

おいて屋内で４７デシベル以下とする 

こと。                 
 

（備考）（1）既設飛行場の区分は、環境基準が定められた日における区分とする。 

（2）第２種空港のうち、B とはターボジェット発動機を有する航空機が定期航空 

       運送事業として離着陸するものをいい、A とは B を除くものをいう。 

 

（注） 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、②の達成期間で環境 

基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き

居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより、環境基準が達成

された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準

の速やかな達成を期するものとする。 

 

  （２）航空機騒音に係る環境基準の見直し 

我が国の航空機騒音に係る環境基準の評価指標はＷＥＣＰＮＬを採用していたが、近年

の騒音測定機器の技術進歩及び国際的動向に即して、新たな評価指標（Ｌｄｅｎ）を採用 

するため、航空機騒音に係る環境基準が平成１９年１２月１７日付けで一部改正され、平成
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２５年４月１日に施行された。 

   ①ＷＥＣＰＮＬ 
加重等価平均感覚騒音レベルのことで、１９６９年に国連の下部機関であるＩＣＡＯ(国際

民間航空機関)で決められた航空機騒音を表す算出方法で、１機ごとの騒音レベルだけで

なく、飛来の時間帯や機数をも考慮したもの。 
②Ｌｄｅｎ 
時間帯補正等価騒音レベルのことで、時間帯別に加重（＝重み付け）を行う評価値。 

単位はデシベル（ｄＢ）で（ＷＥＣＰＮＬには単位がなかった。）Ｌｄｅｎの「ｄｅｎ」は「Ｄａｙ 
（日中）」「Ｅｖｅｎｉｎｇ(夕方)」「Ｎｉｇｈｔ（夜間）」を意味する。加重は航空機騒音１回毎のＬＡＥに

対して行う。 
（ＬＡＥ＝単発騒音暴露レベル：発生した騒音のエネルギーについて、聴こえ始めから聴こえ終りまでの間で
積分した騒音レベル(単位はｄＢ)） 

                                                       環境省報道発表資料より 

 ＷＥＣＰＮＬ Ｌｄｅｎ 

①騒音レベルのとらえ方 １日のすべてのピークレベルに基づ

きパワー平均する。 
一機毎のエネルギーで評価する。 

②時間帯の補正 夕方の機数を３倍、夜間の機数を 
１０倍する。 

夕方の騒音に＋５ｄＢ，夜間の騒音

に＋１０ｄＢの補正を加える。 
③騒音の継続時間 騒音の継続時間を一律に２０秒に

する。 
一機毎の騒音の継続時間を評価 
する。 

④測定評価技術 ＩＣＡＯの提案式を当時の測定評価

技術を勘案して簡略化したもの。 
測定機器の性能向上等により、騒

音レベルがより正確に評価できる。 
 
＜参考＞平成２５年３月３１日までの環境基準 

①環境基準 

地 域 の 類 型 基準値（WECPNL による算出） 

Ⅰ 専ら住居の用に供される地域 ７０以下 

Ⅱ 
上記以外の地域であって通常の 

生活を保全する必要がある地域 
７５以下 

②達成期間等 

飛行場の区分 達成期間 改善目標 

新設飛行場 

直ちに  

既 

設 

飛 

行 

場 

第３種空港及び 

これに準ずるもの 

第２種空港 

（福岡空港を除く） 

A ５年以内  

B 
１０年以内 

５年以内に、８５WECPNL 未満とすること又は 
８５WECPNL 以上の地域において屋内で６５
WECPNL 以下とすること。 成田国際空港 

 

第１種空港 

（成田国際空港を

除く）及び福岡空港 

※大阪国際空港は 

この区分に該当 

１０年を 

越える 

期間内に

可及的 

速やかに 

１．５年以内に、８５WECPNL 未満とすること又
は８５WECPNL 以上の地域において屋内で 
６５WECPNL 以下とすること。 

２．１０年以内に、７５WECPNL 未満とすること
又は７５WECPNL 以上の地域において屋内
で６０WECPNL 以下とすること。          
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４. 航空機騒音測定値の状況

測定者
測定
場所

環境
基準値

算出
方法

昭和
48

(1973)

49
(1974)

50
(1975)

51
(1976)

52
(1977)

53
(1978)

54
(1979)

55
(1980)

56
(1981)

57
(1982)

58
(1983)

59
(1984)

60
(1985)

61
(1986)

62
(1987)

63
(1988)

平成元
(1989)

利倉
センター

Ⅱ
75

WEC
PNL 88.1 88.0 87.9 88.0 88.0 88.3

原田
センター

Ⅰ
70

WEC
PNL 80.0

豊南
小学校

Ⅰ
70

WEC
PNL 90.0 89.5 89.5 90.0 86.5 88.0 86.0 84.5 83.5 81.5 81.5 80.1 79.5 78.9 79.3 78.8 79.4

豊島温水
プール

Ⅱ
（注2）

75
WEC
PNL 90.6 90.2 90.3 90.1 90.6 90.1 89.9 89.5 89.9 89.7

庄内幸
センター

Ⅰ
（注４）

70
WEC
PNL 84.8 83.8 82.9 82.8 82.9 82.4 82.5 81.8 82.7 83.0

府
（短期
測定）

勝部遺跡
収蔵庫前

Ⅱ
（注3）

75
WEC
PNL 81.9

測定者
測定
場所

環境
基準値

算出
方法

平成
2

(1990)

3
(1991)

4
(1992)

5
(1993)

6
(1994)

7
(1995)

8
(1996)

9
(1997)

10
(1998)

11
(1999)

12
(2000)

13
(2001)

14
(2002)

15
(2003)

16
(2004)

17
(2005)

18
(2006)

75
WEC
PNL 88.2 87.8 87.8 87.6 86.4 83.6 83.3 83.6 83.8 84.7 84.6 84.9 84.8 84.9 84.5 84.0 83.4

Lden

70
WEC
PNL 79.6 79.4 78.8 77.6 77.5 75.7 75.5 75.0 75.1 75.7 75.6 75.4 76.2 76.5 77.3 77.4 77.1

Lden

70
WEC
PNL 79.5 79.6 79.2 79.2 77.7 75.1 75.2 75.5 75.3 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 76.1 76.1 75.5

Lden

75
WEC
PNL 89.4 88.9 89.1 89.3 88.2 84.5 84.6 85.3 85.5 85.2 85 83 83 82 83 82 81

Lden

70
WEC
PNL 82.7 82.2 82.0 81.8 80.2 77.3 79.0 79.4 79.9 79.6 80 78 78 79 80 79 78

Lden

70
WEC
PNL 86.6 86.3 86.1 85.8 83.8 81.8 81.4 81.9 82.3 81.9 82.2 82.3 82.1 82.0 82.1 81.9 81.1

Lden

70
WEC
PNL 81.1 80.7 80.2 80.2 79.1 77.0 76.4 76.7 76.9 76.8 76.8 76.8 76.7 76.9 77.0 77.2 76.7

Lden

70
WEC
PNL 80.2 79.8 79.6 78.9 78.1 75.9 75.5 75.8 76.0 75.6 76.0 76.2 76.5 76.6 76.8 77.1 76.7

Lden

75
WEC
PNL 80.9 82.1 82.0 79.3 77.8 78.1 78.0 76.0 76.9 78.1 76 77 76 78 79 79 79

Lden

70
WEC
PNL 81 80 80 80 80 79 78

Lden

府
（短期
測定）

市
（短期
測定）

庄内東
センター

Ⅰ

勝部遺跡
収蔵庫前

Ⅱ
（注3）

国
（注1）

大
阪
府

国
（注1）

利倉
センター

Ⅱ

豊
中
市

ローズ文化

ホール
Ⅰ

服部寿
センター

Ⅰ

青年の家
いぶき

Ⅰ

大
阪
府 庄内幸

センター
Ⅰ

（注４）

豊島温水

プール
Ⅱ

（注2）

原田
センター

Ⅰ

豊南
小学校

Ⅰ
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測定者
測定
場所

環境
基準値

算出
方法

平成
19

(2007)

20
(2008)

21
(2009)

22
(2010)

23
(2011)

24
(2012)

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和
元

(2019)

2
(2020)

3
(2021)

4
(2022)

75
WEC
PNL 82.9 82.8 82.6 82.7 82.9 82.9 82.6 83.2 83.3 83.6 83.9 83.9 83.6 80.2 80.9 81.8

62 Lden 66 67 67 67 67 67 67 63 64 65

70
WEC
PNL 76.7 76.4 75.7 76.6 76.9 76.6 78.3 77.3 77.0 76.7 76.8 77.7 77.7 75.2 75.8 76.5

57 Lden 62 62 61 61 61 62 62 59 60 61

70
WEC
PNL 75.1 75.0 74.8 74.6 74.4 74.4 74.6 74.7 75.1 75.5 75.6 75.6 75.3 72.1 73.6 75.0

57 Lden 61 61 61 62 62 62 62 59 60 61

75
WEC
PNL 81 81 80 81 80 80 80 80 80 81 81 81 81 77 78 80

62 Lden 64 65 65 65 65 65 65 62 63 64

70
WEC
PNL 78 78 78 77 77 77 78 78 78 78 78 78 77 74 75 68

57 Lden 63 63 63 63 63 63 63 59 61 55

70
WEC
PNL 80.2 80.1 79.8 79.9 79.5 79.6 79.3 79.7 79.8 79.9 80.1 79.8 79.5 76.2 77.2 78.5

57 Lden 65 65 65 65 65 65 65 62 63 64

70
WEC
PNL 76.5 76.3 76.1 75.9 75.7 75.8 75.7 75.6 75.7 75.7 76.0 76.0 75.7 72.9 73.9 75.1

57 Lden 62 62 62 62 62 62 62 59 60 61

70
WEC
PNL 76.2 76.2 75.9 75.7 75.7 75.5 75.8 75.5 75.4 75.4 75.6 75.9 75.8 73.0 - -

57 Lden 61 61 61 61 61 61 61 59 - -

75
WEC
PNL 78 78 77 78 77 77 78 78 78 76 77 78 79 78 77 78

62 Lden 61 62 61 60 61 61 62 61 60 62

70
WEC
PNL 78 78 77 79 78 78 79 78 78 78 79 78 78 76 76 77

57 Lden 64 64 64 64 64 64 64 62 61 63

利倉
センター

Ⅱ

原田
センター

Ⅰ

関
西
エ
ア
ポ
｜
ト
株
式
会
社

（注1）
豊南
小学校

Ⅰ

豊島温水

プール
Ⅱ

（注2）

庄内幸
センター

Ⅰ
（注４）

ローズ文化

ホール
Ⅰ

服部寿
センター

Ⅰ

府
（短期
測定）

庄内東
センター

Ⅰ

青年の家
いぶき

Ⅰ

大
阪
府

豊
中
市

市
（短期
測定）

勝部遺跡
収蔵庫前

Ⅱ
（注3）

※ 測定場所の「Ⅰ」「Ⅱ」は、環境基準の地域の類型を表している。

※ 平成２５年４月１日より新たな評価指標としてLdenを採用

※ 令和４年度は速報値（青年の家いぶきは測定器の再設置が遅れたため欠測）

※ 短期測定は、通年測定を補完するために例年10月～11月に測定

(注１)平成２４年６月まで国、平成２７年度まで新関西国際空港株式会社が測定（平成２４年までは暦年、

平成２５年以降は年度を採用）

(注２)平成１２年度まで旧穂積センター、平成１３年度から豊島温水プールにて測定

(注３)平成２２年度まで勝部大気測定室前、平成２３年度から勝部遺跡収蔵庫前にて測定

(注４)令和３年度まで野田センター、令和４年度から庄内幸センターにて測定
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騒

音
測

定
値

の
状

況
 

                           

※
測

定
場

所
の

「Ⅰ
」「

Ⅱ
」は

、
環

境
基

準
の

地
域

の
類

型
を

表
し

て
い

る
 

※
平

成
25

年
（2

01
3

年
）3

月
31

日
ま

で
の

環
境

基
準

値
「Ⅰ

」：
70

W
E
C

P
N

L
以

下
、

「Ⅱ
」：

75
W

E
C

P
N

L
以

下
 

 
（平

成
25

年
（2

01
3

年
）4

月
1

日
か

ら
は

別
の

測
定

方
法

と
単

位
が

加
わ

り
、

そ
の

環
境

基
準

値
だ

け
が

示
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

。
） 

※
令

和
４

年
度

は
速

報
値

（青
年

の
家

い
ぶ

き
は

測
定

器
の

再
設

置
が

遅
れ

た
た

め
欠

測
） 

（注
１

）平
成

２
４

年
６

月
ま

で
国

、
平

成
２

７
年

度
ま

で
新

関
西

国
際

空
港

株
式

会
社

が
測

定
（平

成
２

４
年

ま
で

は
暦

年
、

平
成

２
５

年
以

降
は

年
度

を
採

用
） 

（注
２

）穂
積

セ
ン

タ
ー

の
建

替
え

に
伴

い
、

平
成

１
３

年
度

か
ら

は
豊

島
温

水
プ

ー
ル

に
て

測
定
 

（注
３

）測
定

局
の

移
設

に
伴

い
、

令
和

３
年

度
ま

で
野

田
セ

ン
タ

ー
、

令
和

４
年

度
か

ら
庄

内
幸

セ
ン

タ
ー

に
て

測
定

 

666870727476788082848688909294 昭
和

4
8

年

（
1
9
7
3

年
）

昭
和

5
3

年

（
1
9
7
8

年
）

昭
和

5
8

年

（
1
9
8
3

年
）

昭
和

6
3

年

（
1
9
8
8

年
）

平
成

5
年

（
1
9
9
3

年
）

平
成

1
0

年

（
1
9
9
8

年
）

平
成

1
5

年

（
2
0
0
3

年
）

平
成

2
0

年

（
2
0
0
8

年
）

平
成

2
5

年
度

（
2
0
1
3

年
度

）

平
成

3
0

年
度

（
2
0
1
8

年
度

）

令
和

4
年

度

（
2
0
2
2

年
度

）

関
西

エ
ア

ポ
ー

ト
利

倉
セ

ン
タ

ー
Ⅱ

（
注

1）
関

西
エ

ア
ポ

ー
ト

原
田

セ
ン

タ
ー
Ⅰ

（
注

1）
関

西
エ

ア
ポ

ー
ト

豊
南

小
学

校
Ⅰ

（
注

1）
大

阪
府

旧
穂

積
セ

ン
タ

ー
Ⅱ

（
注

2）
大

阪
府

豊
島

温
水

プ
ー

ル
Ⅱ

（
注

2）
大

阪
府

野
田

セ
ン

タ
ー
Ⅰ

（
注

3）
豊

中
市

ロ
ー

ズ
文

化
ホ

ー
ル
Ⅰ

豊
中

市
服

部
寿

セ
ン

タ
ー
Ⅰ

豊
中

市
青

年
の

家
い

ぶ
き
Ⅰ

大
阪

府
庄

内
幸

セ
ン

タ
ー
Ⅰ

（
注

3）

騒
音

値 環
境
基
準
Ⅱ

 

環
境
基
準
Ⅰ
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関
西
エ
ア
ポ
ー
ト(
株

)（
10
局
）

兵
庫
県
（

5局
）

大
阪
府
（

3局
）

伊
丹
市
（

3局
）

豊
中
市
（

3局
）

原
田
セ
ン
ター

阪
神
特
別
支
援
学
校

安
倉
中
学
校

北
野
セ
ン
ター

久
代
小
学
校

神
田
会
館

緑
ヶ丘

セ
ン
ター

利
倉
セ
ン
ター

豊
南
小
学
校

毛
馬
排
水
機
場

長
尾
南
会
館

武
庫
北
小
学
校

桜
台
小
学
校

花
里
小
学
校

西
猪
名
公
園

大
野
セ
ン
ター

北
村
水
源
地

西
桑
津
会
館

豊
島
温
水
プ
ー
ル

庄
内
幸
セ
ン
ター

西
三
国
セ
ン
ター

服
部
寿
セ
ン
ター

青
年
の
家
い
ぶ
き

ロー
ズ
文
化
ホ
ー
ル

５
．
航

空
機

騒
音

測
定

局
令
和

5
年

3
月
末
現
在

測
定
者
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・
飛

行
コ

ー
ス

　
（
P

3
4
 飛

行
経

路
参

照
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
３

月
合

計

総
発

着
回

数
（
A

）
1
1
,1

2
0

1
1
,5

4
5

1
1
,0

2
9

1
1
,4

0
4

1
2
,1

7
5

1
0
,6

0
9

1
1
,4

2
9

1
1
,1

2
9

1
1
,6

7
8

1
1
,6

2
4

1
0
,3

3
0

1
1
,4

6
5

1
3
5
,5

3
7

逆
発

着
回

数
（
B

）
1

1
7
0

2
6
9
2

6
0
7

3
4

2
4
8

2
0

0
6

0
0

1
,7

8
0

（
B

）
/
（
A

）
0
.0

1
%

1
.4

7
%

0
.0

2
%

6
.0

7
%

4
.9

9
%

0
.3

2
%

2
.1

7
%

0
.1

8
%

0
.0

0
%

0
.0

5
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
.3

1
%

総
発

着
回

数
（
A

）
1
1
,0

6
7

1
1
,4

3
1

1
1
,0

6
5

1
1
,7

2
0

1
2
,1

6
8

1
1
,0

0
6

1
1
,0

6
9

1
1
,0

7
2

1
1
,6

8
8

1
1
,5

6
6

1
0
,7

2
0

1
0
,0

2
1

1
3
4
,5

9
3

逆
発

着
回

数
（
B

）
7
9

1
,1

0
3

3
0
4

1
9
8

1
,7

0
0

2
8
7

1
8
3

0
0

2
0
8

0
3
9

4
,1

0
1

（
B

）
/
（
A

）
0
.7

1
%

9
.6

5
%

2
.7

5
%

1
.6

9
%

1
3
.9

7
%

2
.6

1
%

1
.6

5
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
.8

0
%

0
.0

0
%

0
.3

9
%

3
.0

5
%

総
発

着
回

数
（
A

）
5
,5

3
7

2
,9

9
6

4
,4

7
5

6
,6

2
4

9
,8

8
3

6
,6

9
5

7
,3

0
4

8
,6

2
8

9
,3

9
5

6
,8

5
2

4
,1

5
6

6
,0

5
2

7
8
,5

9
7

逆
発

着
回

数
（
B

）
1
9

6
1

0
6

1
3
6
3

9
2

0
0

1
4

0
0

5
5
6

（
B

）
/
（
A

）
0
.3

4
%

2
.0

4
%

0
.0

0
%

0
.0

9
%

0
.0

1
%

5
.4

2
%

1
.2

6
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.2

0
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.7

1
%

総
発

着
回

数
（
A

）
7
,7

7
6

6
,6

2
5

7
,0

3
2

7
,3

0
4

8
,7

8
5

7
,8

9
1

8
,7

0
1

9
,2

6
6

1
0
,6

9
8

1
1
,0

7
8

8
,1

8
7

1
0
,0

7
3

1
0
3
,4

1
6

逆
発

着
回

数
（
B

）
2
7
3

1
3
9

3
4

2
6
5

1
3
0

1
2

0
2
0
7

0
1

3
8

0
1
,0

9
9

（
B

）
/
（
A

）
3
.5

1
%

2
.1

0
%

0
.4

8
%

3
.6

3
%

1
.4

8
%

0
.1

5
%

0
.0

0
%

2
.2

3
%

0
.0

0
%

0
.0

1
%

0
.4

6
%

0
.0

0
%

1
.0

6
%

総
発

着
回

数
（
A

）
1
0
,3

5
7

1
1
,4

0
9

1
1
,0

4
0

1
1
,7

0
5

1
2
,3

3
7

1
0
,7

5
6

1
1
,4

9
8

1
1
,1

1
4

1
1
,6

4
6

1
1
,3

8
9

1
0
,3

0
4

1
1
5
0
9

1
3
5
,0

6
4

逆
発

着
回

数
（
B

）
3
1

0
1
5
9

0
0

7
1
9

0
2
1
3

0
0

0
6
2

1
,1

8
4

（
B

）
/
（
A

）
0
.3

0
%

0
.0

0
%

1
.4

4
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

6
.6

8
%

0
.0

0
%

1
.9

2
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.5

4
%

0
.8

8
%

注

３
．

令
和

２
～

３
年

度
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
（
C

O
V

ID
-
1
9
）
の

影
響

に
伴

い
大

幅
な

運
休

・
減

便
を

実
施

２
．

総
発

着
回

数
に

つ
い

て
は

、
ヘ

リ
を

除
く

令
和

元
年

度

平
成

３
０

年
度

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度
(速

報
値

)

６
．

逆
発

着

令
和

２
年

度

大
阪

国
際

空
港

に
お

い
て

は
、

1
年

を
通

じ
て

北
か

ら
の

風
が

吹
く
状

況
が

多
い

こ
と

か
ら

、
原

則
と

し
て

北
向

き
に

離
着

陸
し

て
い

る
（
滑

走
路

3
2
L
R

使
用

）
。

し
か

し
、

春
先

か
ら

夏
に

か
け

て
や

台
風

シ
ー

ズ
ン

な
ど

、
ま

れ
に

南
か

ら
の

風
が

強
く
吹

く
日

に
は

、
逆

向
き

の
離

着
陸

を
す

る
こ

と
が

あ
り

（
滑

走
路

1
4
L
R

使
用

）
、

通
常

と
は

違
う

ル
ー

ト
を

飛
行

し
て

い
る

。

１
．

関
西

エ
ア

ポ
ー

ト
株

式
会

社
資

料
か

ら
集

計
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４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

合
計

総
発
着

回
数

（
A
）

1
1
,1
2
0

1
1
,5
4
5

1
1
,0
2
9

1
1
,4
0
4

1
2
,1
7
5

1
0
,6
0
9

1
1
,4
2
9

1
1
,1
2
9

1
1
,6
7
8

1
1
,6
2
4

1
0
,3
3
0

1
1
,4
6
5

1
3
5
,5
3
7

遅
延
便
回
数
(Ｂ

)
6

1
2
6

1
2

1
5

5
1

0
2
3

1
0

0
4

1
0
3

（
B
）
/
（
A
）

0
.0
5
%

0
.0
1
%

0
.2
4
%

0
.1
1
%

0
.1
2
%

0
.0
5
%

0
.0
1
%

0
.0
0
%

0
.2
0
%

0
.0
9
%

0
.0
0
%

0
.0
3
%

0
.0
8
%

総
発
着

回
数

（
A
）

1
1
,0
6
7

1
1
,4
3
1

1
1
,0
6
5

1
1
,7
2
0

1
2
,1
6
8

1
1
,0
0
6

1
1
,0
6
9

1
1
,0
7
2

1
1
,6
8
8

1
1
,5
6
6

1
0
,7
2
0

1
0
,0
2
1

1
3
4
,5
9
3

遅
延
便
回
数
(Ｂ

)
5

3
1
7

5
3
5

3
3

2
1

0
5

0
7
9

（
B
）
/
（
A
）

0
.0
5
%

0
.0
3
%

0
.1
5
%

0
.0
4
%

0
.2
9
%

0
.0
3
%

0
.0
3
%

0
.0
2
%

0
.0
1
%

0
.0
0
%

0
.0
5
%

0
.0
0
%

0
.0
6
%

総
発
着

回
数

（
A
）

5
,5
3
7

2
,9
9
6

4
,4
7
5

6
,6
2
4

9
,8
8
3

6
,6
9
5

7
,3
0
4

8
,6
2
8

9
,3
9
5

6
,8
5
2

4
,1
5
6

6
,0
5
2

7
8
,5
9
7

遅
延
便
回
数
(Ｂ

)
0

0
0

0
0

1
0

2
0

0
0

0
3

（
B
）
/
（
A
）

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
1
%

0
.0
0
%

0
.0
2
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

総
発
着

回
数

（
A
）

7
,7
7
6

6
,6
2
5

7
,0
3
2

7
,3
0
4

8
,7
8
5

7
,8
9
1

8
,7
0
1

9
,2
6
6

1
0
,6
9
8

1
1
,0
7
8

8
,1
8
7

1
0
,0
7
3

1
0
3
,4
1
6

遅
延
便
回
数
(Ｂ

)
0

0
0

0
7

0
0

0
1
7

2
3

0
2
9

（
B
）
/
（
A
）

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
8
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.1
6
%

0
.0
2
%

0
.0
4
%

0
.0
0
%

0
.0
3
%

総
発
着

回
数

（
A
）

1
0
,3
5
7

1
1
,4
0
9

1
1
,0
4
0

1
1
,7
0
5

1
2
,3
3
7

1
0
,7
5
6

1
1
,4
9
8

1
1
,1
1
4

1
1
,6
4
6

1
1
,3
8
9

1
0
,3
0
4

1
1
,5
0
9

1
3
5
,0
6
4

遅
延
便
回
数
(Ｂ

)
7

0
0

1
2

2
7

3
5

1
8

3
6

8
1
5

1
1
3
2

（
B
）
/
（
A
）

0
.0
7
%

0
.0
0
%

0
.0
0
%

0
.1
0
%

0
.2
2
%

0
.0
3
%

0
.0
4
%

0
.1
6
%

0
.3
1
%

0
.0
7
%

0
.1
5
%

0
.0
1
%

0
.1
0
%

注

３
．
令

和
２
～
３
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

（
C
O
V
ID
-
1
9
）
の

影
響

に
伴

い
大

幅
な
運

休
・
減
便
を
実
施

※
令

和
元
年
6
月
の
便
数
は
G
2
0
サ
ミ
ッ
ト
の

影
響

に
よ
り
遅

延
し
た
4
7
便

を
除

く

７
．
遅

延
便

（
運

用
時

間
を
遅

延
し
た
便

）

令
和

元
年
度

平
成

３
０
年
度

令
和

２
年
度

２
．
総

発
着

回
数

に
つ
い
て
は

、
ヘ
リ
を
除

く
１
．
関
西
エ
ア
ポ
ー
ト
株
式
会
社
資
料
か

ら
集

計

大
阪
国
際
空
港
で
は
原
則
と
し
て
午
後
９
時
以
降
翌
日
午
前
７
時
ま
で
の
航
空
機
の
離
着
陸
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
離
着
陸
機
の
輻
輳
・
悪
天
候
・
異
常
事
態
・
運
航
の
安
全
確
保
等

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
例
外
的
に
離
着
陸
を
認
め
た
も
の
。

令
和

３
年
度

令
和

４
年
度

(速
報
値
)
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Ⅲ
．
空
港
周
辺
環
境
対
策
　
　
体
系
図

そ
の
他
の
助
成
等

バ
イ
パ
ス
誘

導
路

の
設

置

空
気
調

和
機

器
更

新
工

事

防
音
壁

、
防

音
堤

、
防

音
林

の
設

置

落
下
物

対
策

総
合

パ
ッ
ケ
ー
ジ

防
音
工

事

学
校
等

の
防

音
工

事

告
示
日

後
住

宅
の

防
音

工
事

共
同
利

用
施

設
の

整
備

空
港
周

辺
地

域
活

性
化

活
動

事
業

空
港
周

辺
地

域
の

生
活

環
境

改
善

の
た
め
の

公
園

等
整

備
事

業

移
転
補
償
事
業

空
気
調

和
機

器
機

能
回

復
工

事

公
共
施
設
防
音
工
事

大
阪
国
際
空
港
周
辺
環
境
整
備
事
業
助
成

航
空
機

騒
音

測
定

機
器

整
備

事
業

運
航

方
法

の
改
善

騒
音
軽
減
運
航
方
式

滑
走
路
の
使
用
調
整

住
宅
防
音
工
事

低
フ
ラ
ッ
プ
角

着
陸

方
式

、
デ
ィ
レ
イ
ド
フ
ラ
ッ
プ
進

入
方

式

航
空
安

全
プ
ロ
グ
ラ
ム

航
空

法
等

に
よ
る
制

限

機
材

改
良

優
先
飛

行
経

路
の

指
定

、
急

上
昇

方
式

発
着

規
制

総
発

着
回

数
・
機

材
規

制

時
間

規
制

運
用

時
間

7
：
0
0
～

2
1
：
0
0
（
1
4
時

間
）

低
騒
音
機
の
導
入

1
日
3
7
0
回

（
う
ち
ジ
ェ
ッ
ト
機
枠

2
0
0
回

）

空
港
周

辺
地

域
施

設
等

整
備

事
業

空
港
周

辺
地

域
利

便
向

上
事

業

プ
ロ
ペ
ラ
機

枠
の

低
騒

音
機

枠
化

に
伴

い
、
A
・
B
滑

走
路

の
使

用
を
調

整

大
阪
国

際
空

港
周

辺
対

策
基

金

固
定
資

産
税

及
び
都

市
計

画
税

の
軽

減

大
阪
国

際
空

港
周

辺
整

備
促

進
資

金
〔
甲

・
乙

資
金

〕

住
宅
等

の
移

転
者

に
対

す
る
利

子
補

給

巡
回
健

康
診

断

航
空
機

公
害

対
策

推
進

市
民

運
動

団
体

活
動

費
補

助
金

生
活
保

護
等

世
帯

空
気

調
和

機
器

稼
働

費
助

成

空 港 周 辺 環 境 対 策

２
．
空

港
構

造
の

改
良

１
．
発

生
源

対
策

４
．
空

港
周

辺
対

策

３
．
安
全

対
策

－ 44 －



１．発生源対策 

（１）発着規制 

○時間規制 

年月日 運用時間 運用制限 主な関係事項 

S14. 1.17 

24 時間 

なし 
開場 

S39. 6. 1 民間ジェット機就航 

S40.11.24 

午後11時～午前6時 

閣議決定 左記時間帯のジェット機発着禁止 

S44.12.15 
大阪国際空港公害訴訟（第1次訴訟） 
「午後9時～午前7時の発着禁止」等を請求 

S45. 2. 5 

閣議了解 川西市立久代小学校の騒音測定塔におけ
る時間帯別規制 
（午前6時～6時30分、午後10時30分～11時のジ
ェット機の事実上の離着陸禁止） 

S47. 4.27 

午後10時～午前7時 

 

左記時間帯の発着規制 

S49. 2.27 

大阪地裁判決 
・午後10時～午前7時の間、緊急その他やむを得な 
い場合を除き離着陸禁止 

・午後9時～午後10時は必要度が高く、受忍限度内 

郵便専用機（YS-11、8発着）夜間廃止 

S49.11. 1 郵便専用機廃止 

S50.11.27 
大阪高裁判決 午後9時～午前7時の間、緊急やむを
得ない場合を除き、発着禁止 

S50.12.12 
午後9時～午前7時 
（国際線を除く） 

国内線の左記時間帯の発着規制 

S51. 7.13 午後9時～午前7時 国際線の左記時間帯の夜間発着規制 

S56.12.16 

午後9時～午前7時 

（自主規制） 

最高裁判決 夜間帯の発着規制は民事上の請求とし
て成り立たないとして、請求却下 

S58.11.30 
航空局長⇒11 市協「当面、午後 9 時以降発着するダ
イヤを認める考えはない」 

H 2.11.22 
H 2.12. 3 

存続協定締結（11市協及び調停団）「当面、午後9時
～午前7時に発着するダイヤを認めないこととする」 

H18. 4. 1 14時間 午後9時～午前7時 
限定空港化 
運用時間を午前7時～午後9時に変更 

 

○総発着回数・機材規制 

年月日 内         容 

S46. 9. 1 

 

IFR(計器飛行方式)機の発着回数制限(深夜便除く) 

1時間の発着回数36回、連続する３時間の発着回数93回 

S47. 1.25 

S47. 4.27 

ダイヤ調整基準 １時間の発着回数36回、１日の総発着回数450回 

1日のジェット機発着回数260回 

S49. 5 1日の総発着回数410回、うちジェット機発着回数240回 

S50.12.12 11.27の控訴審判決を受け、１日のジェット機発着回数230回 

S52. 5.19 

S52.10. 1 

大型機乗入に伴い、1日のジェット機発着回数を段階的に200回にすることを発表 

1日の総発着回数370回、うちジェット機発着回数200回 

S63. 6. 4 

 

YS－11の経年化に伴う措置として、プロペラ機発着枠170回のうち50回 

を代替ジェット機の発着枠とすることを地元(11市協・調停団)に提案 
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S63.12 

 

代替ジェット機就航 

S63年度10回、H元年度20回、H2年度30回、H3年度以降50回 

H 4. 1.31 

 

H 4. 7 

YS-11の経年化に伴う措置として、さらに50回を代替ジェット機の発着枠とするこ

とを地元(11市協・調停団)に提案 

代替ジェット機就航 H4年度26回、H5年度以降50回 

H 6. 9. 4 関空開港に伴い代替ジェット機枠解消 ジェット機枠200回 

H10. 1. 7 

 

H10. 7. 1 

騒音対策区域見直し要件の回答で、ジェット機枠200回の枠外での低騒音ジェット

機導入の提示 

代替ジェット機就航 H10年度30回、H15年度50回 

H15. 

 

H16. 9.28 

 

H17. 4. 1 

H18. 4. 1 

H19. 4. 1 

臨時便の上限は夏期1日22便(期間中(7/1～8/31)の総便数上限740便)、年末年始

1日17便（期間中(12/19～1/7)の総便数上限200便） 

YS代替ジェット機枠（50回）を段階的に見直し 

[H17.4.1→20回、H18.4.1→16回、H19.4.1→14回をプロペラ機枠] 

B747-400を除く3発機、4発機就航禁止 

すべての3発機及び4発機の就航禁止 

ジェット機枠200回、プロペラ機枠170回 

プロペラ機枠の低騒音機枠化及び長距離便枠の拡大を段階的に実施 

計画（実数） 

 ジェット機 低騒音機  プロペラ機 一日発

着回数

合計 

      

 長距離便 

①  

長距離便 

②  

長距離便 

① ＋ ② 

H25.3 200回（113回） 

10回 

50回（162回） 2.5回 120回（95回） 

370回 

12.5回 

H26.3 200回（116回） 100回（174回） 10.0回 70回（80回） 20回 

H27.3

以降 

200回（103回） 170回（188回） 
25.5回 

0回（79回） 
35.5回 

 

注１．夏期・年末年始の臨時便は、総枠の回数に含まない。これらの期間以外の臨時便は、1 日の総発着

回数370回の枠内に含む。 

２．長距離便とは、新千歳、那覇など概ね1,000㎞を超える路線を飛ぶ便をいう。 

 

（２）機材改良（低騒音機の導入） 

大阪国際空港の運用の見直しにより、プロペラ機枠が十分に活用されず、平成 16 年以降旅客

数が減少し、1 日あたりの発着回数が 340 回程度と低調であったため、平成24 年12 月3 日に大

阪国際空港のプロペラ機枠の段階的低騒音機枠化について、新関西国際空港株式会社から 10

市協に対して案が示され、10 市協はこれを了承した。 

この低騒音機枠を使用して運航することができる機材として、すべてのプロペラ機のほか、プ

ロペラ機の DH8A と同程度以下の騒音影響のジェット機が運航している。 

■プロペラ機      DHC8、ATR46 

■低騒音ジェット機  B789、B788、B738、B737、A321neo、A321ceo、A320ceo、E190、E170、 

CRJ7、A320neo、A359（令和4 年度末時点） 
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 ○1 日の低騒音ジェット機等の割合（夏ダイヤから算出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○機材別騒音値及び提供座席数（代表的なもの）  

※関西エアポート株式会社が設置管理する騒音測定局の実績値 

騒音値（ｄｂ）      ▲ジェット機   ◇プロペラ機   ○低騒音ジェット機  令和5 年4 月 1 日時点 

 

提供座席数（代表的なもの）（席） 

（３）運航方法の改善 

①騒音軽減運航方式 

ア．優先飛行経路の指定 

空港周辺地域における航空機騒音の拡大を防止するため、離陸するすべての航空機を対 

象に次の優先飛行経路が設定されている。 

 《滑走路32R／L から離陸する場合》 

   離陸後ITE VOR/DME 附近上空を通過し、かつ北端を中国縦貫道路、南端を瑞ヶ池及び昆 

陽池並びに西端を武庫川で囲まれる範囲を飛行するよう左上昇旋回を継続し、ITE VOR/DME  

2.2DME を通過した後、標準計器出発方式に従うこと。 
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《滑走路14R／L から離陸する場合》 

      離陸後、阪神高速道路まで直線飛行し、その後、旋回上昇に移し、標準計器出発方式に従 

うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．飛行方法の周知 

   空港周辺地域における航空機騒音の影響を軽減していくため、航行の安全確保に支障の 

ない範囲で行うもので、大阪国際空港においては、次のような飛行方式を実施するよう周知 

している。 

《急上昇方式》 

   離陸して一定高度に達した後、エンジンは通常上昇出力のまま加速を抑え、進出距離に 

対して最高の高度が得られるようなフラップ角及び速度を維持して上昇する方式。 

《低フラップ角着陸方式》 

       滑走路長などに十分余裕がある場合、最大フラップ角までフラップを下げずに、浅いフラップ

のまま着陸する方式で、機体の空気抵抗の減少に見合うエンジン出力の減少分だけ 

騒音が低減する。 

《ディレイドフラップ進入方式》 

フラップ及び脚を下げる操作を航行の安全確保に支障とならない範囲で遅くする方式で、低フ

ラップ角着陸方式と同様に機体の空気抵抗の減少に見合うエンジン出力の減少分だけ騒音

が低減する。 

《リバース・スラストの使用抑制》 

夜間（午後７時以降）豊中市側からの B 滑走路着陸時に、リバース・スラスト使用をアイドルま

でに制限する。 

 

 ② 滑走路の使用調整 

  プロペラ機枠の低騒音機枠化に伴い、離着陸時における環境負荷を低減し、一部地域に 

騒音が偏らないよう、安全を考慮しながら対象機材と使用滑走路を調整している。 

  滑走路の使用割合（４－６月）               関西エアポート株式会社資料より作成 

  H２７年度 H２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 

着

陸 

A滑走路 ３３％ ３０％ ３０％ ３２％ ３５％ ４２％ ３８％ ３４％ 

B滑走路 ６７％ ７０％ ７０％ ６８％ ６５％ ５８％ ６２％ ６６％ 

離

陸 

A滑走路 ４２％ ４０％ ３９％ ４３％ ３８％ ６２％ ５９％ ５１％ 

B滑走路 ５８％ ６０％ ６１％ ５７％ ６２％ ３８％ ４１％ ４９％ 
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（４）大阪国際空港騒音対策委員会によるモニタリング 

昭和４０年１１月に、大阪府、兵庫県、11 市協（現：10 市協）、航空会社、財団法人航空公害防止協会、

運輸省（現：国土交通省）、大阪国際空港長が、航空機騒音被害の実態を調査し、騒音防止に必要な措

置について協議することを目的として、大阪国際空港騒音対策委員会を設立した。 

○モニタリング項目 

発着回数、滑走路14 使用状況、21 時以降発着状況、飛行経路、スラスト・リバース使用状況など 
 

２．空港構造の改良 

（１）防音施設 

空港隣接地域への騒音・排気ガスの軽減を図るため、防音壁（嵩上工事 平成５～６年度実施）・ 

防音堤・防音林・ブラストフェンスを設置した（南側防音林とブラストフェンスについては現在撤去済

み）。 

（２） バイパス誘導路 

 昭和５６年１０月に、離陸時間の短縮や W-1 側の騒音・排気ガス対策を目的として、B 滑走路の南

端から３００ｍ地点に通じるバイパス誘導路を設置した。原則としてバイパス誘導路を使用しない場

合はローリング離陸方式（誘導路から滑走路に進入するときに、機体を停止せずに離陸を開始する

方式）を採用し、W-1 付近の滞留時間を短くし、騒音・排気ガスの影響を軽減している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．安全対策 

 （１）航空安全プログラム（国土交通省） 

国土交通省が民間航空の安全のために自らが講ずべき対策等を網羅的に規定する「航空安全プ

ログラム」(平成25年10月)を策定した。毎年１回、民間航空の安全の状況等を踏まえて、見直しを行

っている。 

 

 （内容） 安全方針 / 航空事故等調査 / 航空気象業務 / 捜索救難業務 / 不利益処分等の執行

方針 / 安全に係るリスクの管理 / 安全に関する航空法期の策定及び処分等の実施 / 

報告徴収及び検査等 / 安全に係るリスクの管理状況の監視及び評価 / 安全情報の収

集 / 安全情報の分析及び共有 / 民間航空の関係行政機関との役割分担及び協調 /  

落下物発生状況の分析強化 / 内部教育訓練 等 

 

ババイイパパスス  

誘誘導導路路  

停停止止線線  

従従来来ののココーースス  
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 （２）落下物対策総合パッケージ（国土交通省） 

「落下物対策の強化策」(平成30 年3 月)を基に、未然防止策と落下物事案発生時の対応につい 

て、空港運営会社や国内・国外の航空会社の役割と責務について定め、技術面とルールの双方 

から、あらゆる機会をとらえて徹底強化をするための指針が定められ、運用がはじまっている。 

 

 （内容） 落下物防止対策基準 / 落下物防止対策集の作成 / 駐機中の機体チェックの強化 / 

落下物発生状況の分析強化 / 部品欠落の報告制度の拡充 / 落下物発生時の空港/ 

運営者等による補償費立替え  等 

（３）航空法等による制限（物件の高さ制限・ドローンなどの飛行制限） 

①航空法による制限 

  大阪国際空港の制限表面区域において、設置できる物件の高さが制限されている（第 49 条）。

また、空港周辺の空域、緊急用務空域、地表又は水面から 150ｍ以上の高さの空域、人口集中地

区の上空（豊中市の場合は市内全域）においては、重量 100ｇ以上のドローンなどの飛行が制限さ

れている（第132 条の 85 第1 項第 1 号及び第2 号）。 

 

②重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（小型無人機

等飛行禁止法）による制限 

重要施設である大阪国際空港及びその周囲約 300ｍの上空は重量・大きさに関わらずドローン

などの飛行が禁止されている（第10 条）。 
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４．空港周辺対策  

空港周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸の頻繁な実施により生

ずる損失の補償により、関係住民の生活の安定及び福祉の向上を目的として、昭和４２年に 「公共用

飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」（航空機騒音防止法）が制定さ

れ、大阪国際空港が特定飛行場として指定された。 

同法において、騒音による障害が著しい地域に対して、その騒音値に応じた騒音対策区域が設定

されており、また、学校等の騒音防止工事の助成（第５条）、共同利用施設の助成（第６条）、住宅の騒

音防止工事の助成（第８条の２）、移転の補償等（第９条）、緑地帯等の整備（第９条の２）、空港周辺整

備計画（第９条の３）等の空港周辺対策が定められている。 

（資料№１騒音対策区域図・№１3 環境対策事業予算の過去15 年間の推移） 

 

騒音値と空港周辺対策事業の関係 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 種区域Lden76dB（W 値95）以上 

 

 

 

第 2 種区域Lden73dB（W 値90）以上 

 

 

 

第 1 種区域Lden62dB（W 値75）以上 

 

 

 

 

Lden57dB（W 値70）以上 

 

  

○ 大阪国際空港周辺緑地事業 

○ 緩衝緑地帯等造成事業 

○ 学校・病院等の防音工事助成 共同利用施設整備の助成 

○ 学校や共同利用施設の空気調和機器の機能回復工事助成 

○ 住宅防音工事助成、空気調和機器の更新工事助成 

○ 生活保護等世帯空気調和機器稼働費助成 

○ 再開発整備事業 

○ 移転補償事業 
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（１）公共施設防音工事 

平成２４年７月から新関西国際空港株式会社、平成２８年４月から関西エアポート株式会社が承継している。 

①学校等の防音工事  【昭和４２年度 事業開始】 

航空機騒音障害防止法第５条に基づき、補助金の交付を受けて学校・保育所・病院等の防音工事を行い、

騒音の障害防止及び軽減に努めている（補助割合：概ね１００％）。 

 

②共同利用施設の整備 【昭和４２年度 事業開始】 

航空機騒音障害防止法第６条に基づき、騒音の障害防止及び軽減のため、国・府の補助を受けて、空港

周辺の住民が学習、保育、休養、集会等に利用する共同利用施設を３４ヶ所設置している。各共同利用施

設は地域の管理運営委員会が運営している。 

                             （資料№８ 共同利用施設一覧） 

③空気調和機器機能回復工事【平成３年度 事業開始】 

①・②の助成金の交付を受けた施設の空気調和設備で、当該設備設置後１５年以上経過かつ機能が著

しく低下したものについて、一回限りで新たな助成金の交付を受けて機能回復工事を行っている（助成割

合：７５％）。 

 

（２）住宅防音工事 

平成２４年７月から新関西国際空港株式会社、平成２８年４月から関西エアポート株式会社が承継している。 

①防音工事 【昭和４９年４月１日 事業開始】 

航空機騒音障害防止法第８条の２に基づき、第１種区域内において、区域指定の際に現に所在する住宅

について、航空機騒音による障害を軽減するための防音工事（天井、壁、建具、床、換気扇、空気調和機器

の建築及び設置工事）に対して補助する事業。 

（関西エアポート株式会社及び府の補助 補助割合：１００％） 

◯事業の実績累計（令和５年３月末）・・・３３，３７４件 

 

②告示日後住宅の防音工事 【平成３年６月１０日 事業開始】 

第１種区域の指定後から指定拡大までの期間に建築された住宅（※）については、騒音による被害があ

るにもかかわらず防音工事の対象ではなかったが、平成３年１０月から、一部住民負担を前提として予算

補助による防音工事を行うこととなった。 

(※昭和５４年７月１０日以前の告示により指定された第１種区域内の住宅で、昭和５７年３月３０日以前に 

建築された住宅。〔防音工事の対象住宅を除く。〕) 

（関西エアポート株式会社及び府の補助 補助割合：５０～１００％） 

◯事業の実績累計（令和５年３月末）・・・１，１９７件 

 

③空気調和機器更新工事 【平成元年５月２４日 事業開始】 

平成元年５月２４日から、防音工事により設置された空気調和機器（エアコン、換気扇、レンジフード）で１

０年以上経過し、所要の機能が失われている機器の更新制度（機能回復工事）を発足。 

平成１１年度から、機能回復工事実施後１０年以上経過し、所要の機能が失われている機器の更新制度

（再更新工事）を発足。 

平成１４年度から、告示日後住宅の防音工事実施後１０年以上経過し、所要の機能が失われている機器

の更新制度（告示日後機能回復工事）を発足。 

平成２２年度には制度変更が行われ、工事名称の変更(機能回復工事⇒更新工事①、再更新工事⇒更

新工事②、告示日後機能回復工事⇒告示日後更新工事①)及び補助率の変更、定額制の導入、更新工事

②実施後１０年以上経過し、所要の機能が失われている機器の更新制度(更新工事③)を発足。 

平成２４年度から、告示日後更新工事①実施後１０年以上経過し、所要の機能が失われている機器の更
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新制度（告示日後更新工事②）を発足。 

令和４年度から、更新工事③実施後１０年以上経過し、所要の機能が失われている機器の更新制度(更

新工事④)を発足。 

令和５年度から、告示日後更新工事②実施後１０年以上経過し、所要の機能が失われている機器の更

新制度（告示日後更新工事③）及び更新工事④における一人世帯に対する空気調和機器の更新制度を発

足。 

【エアコン更新工事における負担割合】 ※関西エアポート(株)が定める基準額を超える部分は住民負担 （単位％） 

一般世帯 
更新工事

① 

告示日後 

更新工事

① 

更新工事

② 

告示日後 

更新工事

② 

更新工事③・④ 告示日後 

更新工事 

③ 

 参 考 

（兵庫県） 

関西エアポート(株) ６０ ５５ ５５ ５０ ５０ （５０） ５０ 

大阪府 １０ １０ １０ １０ ０ （１０） ０ 

豊中市 ３０ ０ １７．５ ０ ２０ （２０） ０ 

住民 ０ ３５ １７．５ ４０ ３０ （２０） ５０ 

※伊丹市・川西市 

※更新工事①、更新工事②のエアコン更新台数の上限は居住人数の台数。 

※更新工事③のエアコン更新台数の上限は居住人数から１を差し引いた台数。 

※更新工事②実施後１０年以上経過し、所要の機能が失われている一人世帯の機器の更新は更新工事④とし

て扱う。 

※更新工事④のエアコン更新台数の上限は、一人世帯では 1 台、複数人世帯では居住人数から１を差し引い

た台数。 

※換気扇、レンジフードの負担割合は工事回数に関わらず関西エアポート(株)５０％、住民５０％。 

 

豊中市補助実績 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 

件数 台数 件数 台数 件数 台数 

更新工事① １ ２ １ １ ３ ３ 

更新工事② １０ １３ １３ ２３ １６ ２１ 

更新工事③ ６９ ９４ ６０ ８５ ６０ ８１ 

更新工事④ ― ― ０ ０ ６ ６ 

 

 

    （単位：％）  

生活保護等 

世帯 

更新工事

① 

告示日後 

更新工事

① 

更新工事

② 

告示日後 

更新工事

② 

更新工事③・④ 告示日後 

更新工事 

③ 

 参 考 

（兵庫県） 

関西エアポート(株) ８５ ８３．７５ ８３．７５ ８３．７５ ８３．７５ （８３．７５） ８３．７５ 

大阪府 １５ １６．２５ １６．２５ １６．２５ ０ （１６．２５） ０ 

豊中市 ０ ０ ０ ０ ０ （０） ０ 

住民 ０ ０ ０ ０ １６．２５ （０） １６．２５ 

                                                       ※伊丹市・川西市 

※エアコン更新台数の上限は居住人数の台数。 

※換気扇、レンジフードの負担割合はエアコンと同じ。 

 

 

※

※
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◯事業の実績累計（令和５年３月末） 件数 

更新工事① ２１，８３８件 

更新工事② １１，２１２件 

更新工事③ ９１９件 

更新工事④ ６件 

告示日後住宅更新工事① ６７６件 

告示日後住宅更新工事② ８１件 

※生活保護等世帯を含む 

 

（３）移転補償事業 【昭和４５年度 事業開始】 

第２種区域指定の際、現に存在する建物等を区域外に移転又は除去するときに建物等の移転補償及び土地

の買い入れを行う事業。平成２４年７月から新関西国際空港株式会社、平成２８年４月から関西エアポート株式

会社が承継している。 

移転補償事業実績（令和５年３月末） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）大阪国際空港周辺環境整備事業助成 【平成７年６月６日 事業開始】 

   空港周辺地域の生活環境の向上を目的として地方公共団体等が行う整備事業に対して、関西エアポート

株式会社が助成している（助成割合は原則として８０％）。 

①航空機騒音測定機器整備事業 

②空港周辺地域の生活環境改善のための公園等整備事業 

③空港周辺地域施設等整備事業 

共同利用施設等のバリアフリー化、花壇等の整備、自主防災組織資器材の整備、福祉器材整備、観光 

推進施設等の整備など 

④空港周辺地域利便向上事業 

空港周辺住民利用施設への資器材等の整備による利便向上・活動支援事業 

⑤空港周辺地域活性化活動事業 

空港周辺住民による空港を核としたイベント等の地域活性化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 

豊 中 市 

件 数 面積（㎡） 

土 地 １，３２３ ４４４，０１６．０２ 

建 物 １，１４６ ２０８，４１９．０４ 

借家人 ２，９００ ――― 

計 ５，３６９ ――― 

実績 事業内容 助成額 

令和２年度 空港見学ツアー、写真展 388,000 円 

令和３年度 
ふれあい緑地園路舗装整備 6,821,000 円 

空港見学ツアー 90,000 円 

令和４年度 

ふれあい緑地球技場及びふれ

あい緑地少年野球場イベント用

備品整備 

1,054,000 円 

共同利用施設テレビ整備 283,000 円 

ふれあい緑地フェスティバル 3,059,000 円 

空港見学ツアー 98,000 円 
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（５）その他の助成等 

①固定資産税及び都市計画税の軽減 【昭和４３年度 施行】 

   豊中市では、大阪国際空港を活かしたまちづくりをするという観点から、騒音区域内の指定する区域に

所在する土地に対して、固定資産税及び都市計画税の軽減を行っている。 

 

②巡回健康診断 【昭和５０年度 事業開始】 

   騒音の著しい地域に居住し、自治会に加入している人を対象に、無料の巡回健康診断を関西エアポー

ト株式会社が実施している。 

 診断項目：身長・体重測定、血圧測定、聴診・打診・問診、尿検査、血液検査、血液生化学検査、心電図検 

査、聴力検査、視力検査、胸部X 線検査、便潜血反応検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③大阪国際空港周辺整備促進資金〔甲・乙資金〕 【昭和５３年度 事業開始】  

移転補償を受け騒音区域外に移転する場合、移転資金を融資又は助成する制度で、大阪航空局補償 

課が事務局であった。 

・ [甲資金]は、移転補償を受けて第２種区域外に自らの住居を取得するものに対して、不足資金を指定金

融機関から借入れできるよう斡旋する制度。 

最高１５００万円、返済期間２０年。 

※平成２２年度以降の新規受付は廃止され、貸付金の償還が平成２７年度に完了したため、制度を廃止

する予定。 

・ [乙資金]は、第２種区域内の借家・借間人及び借地人で、区域外に移転する者には貸付（１２０万円以内）

や助成（最高５０万円）、甲資金の借受者には保証料等の助成（１２万円以内）を行っていた。なお、甲資

金の新規受付廃止と合わせて、甲資金の借受者に対する保証料等の助成(１２万円以内)を廃止。 

※乙資金の対象である大阪国際空港周辺緑地事業が平成２６年３月３１日で終了したため、制度を廃止

する予定。 

 

④住宅等の移転者に対する利子補給 【昭和５４年４月１日 事業開始】 

大阪府及び豊中市では、国及び府・市の移転補償を受けて住宅等の移転を行う者が、移転に要する資

金を金融機関から借入れした場合、５年間に限り利子の一部を補給（助成）している。 

  （現在の借入資金の金利が低く適用されないため、詳細は略） 

 

⑤生活保護等世帯空気調和機器稼働費助成 【平成元年１０月３日 事業開始】 

住宅防音工事施工済住宅に居住する生活保護等世帯に対して、関西エアポート株式会社と市で夏期冷

房電気代の一部を助成している（負担割合：関西エアポート株式会社８５％、豊中市１５％）。 

 

 

令和 4 年度巡回健康診断 

実施場所 対象団体 

共同利用施設走井センター 走井自治会 

共同利用施設利倉センター 利倉連合町会 

共同利用施設勝部センター 勝部連合町会 

共同利用施設穂積センター 豊島校区航空機公害対策連合会、

豊島北校区航空機公害対策連合会 

共同利用施設野田センター 野田校区航空機公害対策協議会 

実績 
受診者数

（人） 

令和２年度 ６２３ 

令和３年度 ６００ 

令和４年度 ４６３ 
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    【助成額】  各年３月～６月分の各月電気代使用料の最低額を基準額とし、７月～１０月分の各月電気代使 

用料から基準額を差し引いた各月の合計額で、１０，０００円を上限としている。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥航空機公害対策推進市民運動団体活動費補助金 【昭和５１年４月１日 事業開始】 

大阪国際空港の安心安全への万全な取組み、騒音対策・環境対策の継続・充実とともに、空港の利便性

向上と周辺整備等を地域の活性化につなげることを目的として、国をはじめ関係機関への要望あるいは連

携・協働に取り組む地域の市民活動組織に対して、その活動費の一部を豊中市が助成している。 

 

※航空機公害対策推進市民運動団体： 

走井地区航空機被害対策委員会、原田校区航空機公害対策連合会、利倉公害対策連合会、 

豊島北校区航空機公害対策連合会、豊島校区航空機公害対策連合会、 

野田校区航空機公害対策協議会、豊南校区自治会連合会航空機騒音対策部会、 

高川公害対策委員会、庄内校区航空機公害対策委員会、千成校区航空機公害対策連合会（注1） 

    （注1）千成校区航空機公害対策連合会については、騒音対策区域の見直しにより、平成22 年度から 

             助成対象外。 

 

※助成対象事業：要望活動費、調査費、広報・広聴費、共同利用施設運営費、事務費等 

 

⑦大阪国際空港周辺対策基金 【平成３年７月１日 事業開始】 

空港と周辺地域の調和ある発展を目指すため、空港環境整備協会・航空会社・空港関連企業・地方公共

団体から拠出された基金。平成３年２月１８日に設置され、その運用益を財源にして、同年７月１日から事業

を実施している。当初の基金総額は２５億円で、平成６年度には最終目標額の３０億円となった。 

対象事業は、防音工事により設置したサッシの修理に伴う費用の一部助成（助成割合：８０％）、地域活動

に対する助成、航空機による屋根瓦被害に対する一部助成（助成割合：３分の１）、消防施設等整備に係る

一部助成など。 

小集会所の電気料金の一部助成、水利組合への水利施設維持費の一部助成は平成２３年度から休止し

ており、令和３年度に廃止。 

実績 
件数 

（世帯） 

令和２年度 ５９９ 

令和３年度 ５６４ 

令和４年度 ５６３ 
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Ⅳ．航空機公害に関する争訟 

 

１．大阪国際空港公害訴訟の経過 

 年  月  日 事                項 

Ｓ４４．１２．１５ 

４６． ６． ３ 

４６．１１．３０  

４７． ７． ６ 

４９． ２．２７ 

４９． ３．１２ 

４９． ３．１３ 

４９．１２．１０ 

５０．１１．２７ 

５０．１２． ２ 

５３． ８．３１ 

５５． ４．１６ 

５６．１２．１６ 

 

 

 

 

５７． ５．３１ 

５７． ７．１４ 

５８． ５．１４ 

５８． ７． ９ 

５８．１２．２４ 

５９． １．１０ 

５９． ３．１７ 

第１次提訴（川西市住民２８人 大阪地裁） 

第２次提訴（川西市住民１２６人  〃  ） 

第３次提訴（豊中市住民１２２人  〃  ） 

第１次～第３次訴訟併合を決定 

第１審判決 （大阪地裁） 

原告（住民） 控訴（大阪高裁） 

被告（国）控訴 （大阪高裁） 

第４次提訴（川西・豊中市住民、転出者計 ３，６９４人 大阪地裁） 

第２審判決 （大阪高裁） 

被告（国）上告（１２．８受理） 

上告審最高裁小法廷から大法廷へ回付 

上告審最高裁審理やりなおしを決定 

上告審判決（最高裁大法廷） 

① 差し止め請求・・・訴え却下 

② 過去の損害賠償・・・高裁判決を容認、ただし４５年２月以降の入居者 

２人は破棄差し戻し 

③ 将来の損害賠償・・・訴え却下 

第５次提訴（豊中４１人、川西９３人、計１３４人、第１次～第３次の原告） 

第４次～第５次の併合審理（口頭弁論） 

第１回和解交渉 

第２回和解交渉 

第３回和解交渉 

大阪地裁、総額１３億円の職権和解案を提示 

和解調印 
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２．判 例 比 較 

 

請求内容 

第１審判決 

昭４９．２．２７ 

（大阪地裁） 

第２審判決 

昭５０．１１．２７ 

（大阪高裁） 

上告審判決 

昭５６．１２．１６ 

（最高裁大法廷） 

午 後 ９ 時 か ら

翌 朝 ７ 時 ま で

の 飛 行 差 し 

止め。 

午後１０時から翌朝７時

までの間、緊急その他 

やむを得ない場合を除き

離発着を禁止する。 

午後９時から翌朝７時 

までの間、緊急その他 

やむを得ない場合を除き

離発着を禁止する。 

訴え却下（この請求は 

不可避的に航空行政権

の発動を求める内容で

あ り 民 事 上 の 請 求 は 

不適法。） 

過 去 の 損 害 

賠償の内金と 

し て ６ ５ 万 円

（ 弁 護 士 費 用

含 む ） の 支 払

い。 

国賠法第１条第１項に 

基づき、居住地区・期間

の区分に応じ、世帯あた

り４５～５７万円（弁護士

費用含む）の慰謝料を 

支払え。 

  ただし、B 滑走路開始

後入居の３人について

は請求棄却。 

国賠法第２条第１項に 

基づき、居住地区・期間

の区分に応じ、原告各人

につき１６．６～１３２．８

万円（弁護士費用含む）

を４０年１月から５０年５

月までの間の慰謝料と 

して支払え。 

 

上告棄却（被害の程度・

公共性・国の対策等を 

総合的に勘案すれば、

空港供用行為を違法と 

した２審の判決は是認 

できる。 

ただし、B 滑走路開始

後の入居者については

破棄差し戻し。） 

夜間飛行の禁

止と６５ホン以

下となるまで、

月１１，５００円

（ 弁 護 士 費 用

含 む ） の 支 払

い。 

請 求 棄 却 

将来も同様の権利侵害・

損害の発生が継続する

ものと推定され、２１時以

降の発着禁止まで１人

１．１万円／月、それ以

降減便等の合意成立ま

で１人６．６千円／月（い

ずれも弁護士費用含む）

を支払え。 

訴え却下（将来の損害の

有 無 程 度 は 、 今 後 の 

対策などによって左右 

され、損害の変動を把握

することは困難であり、

このような将来の給付 

請求は許されない。） 
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第４章 大阪国際空港を活かしたまちづくり 

 





Ⅰ
．
空

港
を
活

か
し
た
ま
ち
づ
く
り
　
　
体

系
図

大
阪
国
際
空
港
周
辺
地
域
活
性
化
連
絡
会

移
転

補
償

跡
地

を
活

用
し
た
ま
ち
づ
く
り
・
産

業
利

用
の

促
進

周
辺

自
治

体
で
の

情
報

交
換

、
空

港
及

び
周

辺
地

域
で
の

イ
ベ
ン
ト
の

開
催

等

移
転

補
償

跡
地

の
売

却
促

進
等

に
資

す
る
基

盤
施

設
整

備
事

業

走
井

地
区

内
緩

衝
緑

地
利

活
用

移
転
補
償
跡
地
の
有
効
活
用

災
害

時
の

相
互

応
援

魅
力
づ
く
り
・
活
性
化
事
業

大
阪
国
際
空
港
就
航
都
市
事
務
担
当
者
会
議

就
航
都
市
交
流
事
業

豊
中

市
の

魅
力

づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
の

資
源

と
し
て
の

空
港

の
活

用

就
航
都
市
と
の
情
報
交
換
・
連
携
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

文
化

・
ス
ポ
ー
ツ
分

野
で
の

相
互

交
流

及
び
産

業
・
観

光
分

野
で
の

相
互

協
力

（
仮
称

）
原

田
緩

衝
緑

地
整

備
事

業

再
開

発
整

備
事

業

緑
地

造
成

事
業

緑
地
整
備
事
業

空
港
周
辺
地
域
整
備
事
業

大
阪

国
際

空
港

周
辺

緑
地

事
業

空 港 を 活 か し た ま ち づ く り

空
港
周
辺
地
域
の
活
性
化

就
航
都
市
と
の
交
流
・連

携

空
港
周
辺
地
域
の
整
備
・
利
活
用

－ 61 －



１．空港を活かしたまちづくり  

大阪国際空港は市街地に立地していることから、周辺地域に航空機騒音などによる被害が 

生じてきた。市では長年、これらの騒音を軽減・緩和するため、国や大阪府などとともに様々な

空港周辺対策や安全対策を行ってきた。 

一方で、空港は地域の重要な社会資源でもあり、航空機技術等の発達により低騒音の機材

が登場するなど一定の対策が進む近年では、これらのバランスが大切で、空港と共存し、 

空港の機能を地域の活性化に結びつけることも大切である。こうしたことから、市では空港周辺

対策に十分配慮したうえで、空港を最大限に活用し、その利益を市民に還元していくため、平成

２２年度から「大阪国際空港を活かしたまちづくり」を新たに基本政策に位置づけ、取組みを進め

ている。 

 

２．空港周辺地域の整備・利活用 

（１）緑地整備事業 

①緑地造成事業 【昭和４９年３月 事業開始】 

航空機騒音と排ガスの緩和等を目的に、移転補償制度により取得した第３種区域を中心と

した移転跡地等を緑化する事業。平成２４年７月から新関西国際空港株式会社、平成２８年４

月から関西エアポート株式会社が承継している。 

○事業の実績（令和３年３月末）緩衝緑地造成・造成植栽・・・１３８，５０５㎡ 

 

②大阪国際空港周辺緑地事業 

空港隣接地域及び航空機航路直下の一定地域の騒音激甚地区において、周辺地域と空

港が調和する抜本的な周辺整備を促進するため、都市計画緑地を整備。 

○緩衝緑地のⅠ期 【平成１４年４月１１日 事業承認・認可】は、平成２４年度末に一部を除き

完了し、Ⅱ期の事業化は未定。 

○利用緑地 【昭和６３年１月１３日 事業承認・認可】は、平成２５年度末に一部を除き完了し、

豊中市が管理している。 

                                （資料№５ 大阪国際空港周辺緑地事業） 

 

（２）大阪国際空港周辺地域整備事業 

国・大阪府・大阪国際空港周辺整備機構・豊中市により、大阪府・兵庫県により昭和４９年に

策定された「大阪国際空港周辺整備計画」の実施計画として昭和６３年１２月に「大阪国際空港

周辺地区整備計画（案）」を策定した。同計画（案）に基づき、移転補償跡地を有効活用しながら

緑地・公園・防火水槽・細街路等の施設整備を進めてきたが、この間の社会情勢の変化や法制

度の変更、航空機騒音の状況変化等があることから、同計画（案）を見直し、令和３年度に「大阪

国際空港周辺地域整備構想」を策定した。同構想に基づき、重点事業として、（仮称）原田緩衝

緑地の整備や走井地区内緩衝緑地の利活用などを行う。 

（資料№７ 大阪国際空港周辺地域整備事業） 

 

（３）再開発整備事業 【昭和４９年度 事業開始】 

第１種区域内で航空機騒音により、機能が害されることが少ない工場・倉庫等を計画的に配

置するため、用地の取得、造成、管理を行っている。平成２４年７月から新関西国際空港株式会

社、平成２８年４月から関西エアポート株式会社が承継している。 
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◯事業の実績（令和５年３月末）再開発整備 

・取得等・・・２４，１２９㎡（譲渡済２３，５９４㎡） 

・保有面積・・・５３６㎡ 

・施設貸付型事業･･･１，９０６㎡（駐車場 3 ヶ所）、２，１２５㎡(倉庫・事務所 1 ヶ所) 

 

（４）移転補償跡地の売却促進等に資する基盤施設整備事業 【平成２７年度 事業開始】 

大阪国際空港周辺場外用地の取扱いに関する覚書に基づき、移転補償跡地を取得して、移

転補償跡地の売却促進又は価値向上に資すると認められる公園、緑道等の基盤施設を整備す

ることについて、新関西国際空港株式会社が助成を行っている。 

 

３．移転補償跡地の有効活用  

（１）背景 

大阪国際空港周辺地域においては、昭和４２年に制定された「航空機騒音防止法」に基づき、

昭和４５年度に始まった移転補償事業により、蚕食状態の移転補償跡地が点在する結果となっ

た。その後、数次にわたる騒音指定区域の縮小が行われ、国の行政目的に直接供せられない

普通財産（未利用地）が生じて、現在も市域内に数多く点在している。これらの移転補償跡地は、

まち全体のバランスの取れた発展を図る上での大きな阻害要因となっている。 

このことから、移転補償跡地の有効活用を進めるため、市は地域再生計画を策定することとし

た。 

 

（２）地域再生計画（「まちづくり」と「産業再生」計画） 

 平成１８年７月３日に内閣府から市で作成した地域再生計画の認定を受けた（後に、平成２０ 

年１１月１１日、平成２１年３月２７日に地域雇用創造推進事業の追加・修正のため、変更認定を 

受けた）。同計画は、令和２年度をもって計画期間が終了し、令和３年度に計画の目標達成度等

の評価を行った。 

 同計画に基づき設置された、航空局や大阪航空局、近畿地方整備局、近畿財務局、大阪府等

から成る「特定地域プロジェクトチーム」による検討が進められ、移転補償跡地の処分方法として、

大阪航空局が「分譲型（処分型）土地信託」を導入することとなった。 

 なお、この土地信託は平成２１年２月１６日から５年間行われる予定であったが、この間に大阪 

国際空港と関西国際空港の経営統合が実現し、移転補償跡地が新関西国際空港株式会社に 

現物出資されることになったことから、同事業は平成２４年３月３１日に終了した。 

 

 

 

 

 

 

 
分譲型（処分型）土地信託事業概要 

① 信託対象土地及び面積 ：１８９件  １０５，１５７．３５㎡（約１０．５ha） 

② 信託期間          ：平成２１年２月１６日～平成２４年３月３１日    

③ 信託会社          ：みずほ信託銀行株式会社 

地域再生制度と地域再生計画 

 地域再生制度とは、地域再生法に基づき、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出そ

の他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自立的な取組みを国

が支援するもの。 

 地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計

画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができる。 
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（３）場外用地(移転補償跡地)等の取扱いに関する新関西国際空港株式会社との協力関係 

 大阪国際空港の運営が国から新関西国際空港株式会社に移管されたことで、移転補償跡地 

についても、従来の国の管理下よりも柔軟な土地利用を行うことが可能な環境となった。 

   こうした大きな環境変化の中で、豊中市と新関西国際空港株式会社は、移転補償跡地の有効

活用等による大阪国際空港を活かしたまちづくりや空港周辺地域の産業再生について両者が

協働し、空港と周辺地域の一層の活性化を図っていくことが、極めて重要な課題であるとの認識

を共有し、新関西国際空港株式会社設立後から検討・協議を進め、平成２４年１１月に両者の間

で基本合意及びこれに基づく覚書 (『大阪国際空港場外用地(豊中市域)の取扱いに関する覚

書』)を締結した。 

 

移転補償跡地売却等実績    （令和 5 年 3 月末現在） 

 区分 利用種別 物件数 面積（㎡） 

国売却分 

（みずほ信託銀行株式会社によ

る分譲型土地信託事業） 

【平成 21 年 2 月 16 日～平成 24 年 3 月 31 日】 

売却済 

住居系 116 34,279.94 

事業系 9 8,473.48 

合計 125 42,753.42 

市買取り分 1 3,420.98 

未売却 

住居系 39 10,332.78 

事業系 27 48,650.17 

合計 66 58,982.95 

新関西国際空港株式会社 

売却分 
【平成 24 年 7 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日】 

売却済 

住居系 42 28,924.49 

事業系 19 27,903.49 

合計 61 56,691.91 

市買取り分 16 11,512.39 

未売却 - 57 15,099.12 

合計 

売却済 

住居系 158 63,204.43 

事業系 28 36,376.97 

合計 186 99,581.40 

市買取り分 16 14,933.37 

未売却 - 57 15,099.12 

貸付 - 43 - 

未貸付 - 5 - 

さらに、空港周辺地域の企業立地を促進するため、具体的な方策の検討・協議を進めた結果、今 

 後、一部の場外用地(17 か所）について、産業利用を優先した売却方法（特定業態先行入札方式）  

 を実施することとした覚書を平成２５年５月に締結した。 

  このうち、原田南 2 丁目のテニスコートについては、市が買い取ることとなったため、現在は 16 か  

 所を対象にこの覚書を運用している。 
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移転補償跡地 産業利用優先用地 利活用状況                     （令和 5 年 3 月末現在） 

 対象件数 
利活用

件数 

未利用

件数 
備 考 

売却対象 

用地 
13 10 3 

・売却済 10 件はすべて製造業・卸業等の事業所が立地 

貸付対象 

用地 
3 3 0 

・都市計画緑地内の用地は売却せず貸付 

・貸付済 3 件のうち 2 件は事業所が賃貸借し、1 件は市民活 

 動団体が農体験の活動場所として暫定使用中 

合計 16 13 3  

 

４．大阪国際空港周辺地域活性化連絡会 

 大阪国際空港周辺の７市（池田・伊丹・川西・吹田・宝塚・豊中・箕面）、大阪府、兵庫県、大阪

航空局で構成されており、大阪国際空港及び周辺地域の活性化について協議し、その実現に向

けて取り組むことを目的としている。 

 平成１１年に発足以来、空港見学ツアーの開催や空港でのイベントへの協力などの活動を続

けている。 

○令和４年度の取組み 

事業 実施日 開始年度 内容 

空楽フェスタ 2022 6/4 平成２０年度 

マチカネくんの出演、ブース出展等による事

業協力 

主催：関西エアポート(株) 

小学生写生大会 - 平成１２年度 

本事業のあり方を検討中のため中止 

主催：関西エアポート(株) 

共催：大阪国際空港周辺地域活性化連絡会 

「空の日」エアポート 

フェスティバル 2022 
10/15 平成１１年度 

マチカネくんの出演、ブース出展等による事

業協力 

主催：関西エアポート(株) 

空港こども見学ツアー 12/3、4 平成１７年度 

空港関連施設の見学ツアーを実施 

対象：構成７市の住民を対象とした小学校 3

年～17 歳と保護者 177 人 

内容：①日本航空（JAL）大阪整備格納庫で

の航空機見学や研修用機器を使用し

ての受付カウンター体験 

②全日本空輸(ANA)格納庫地区内で

の航空教室、特殊車両の展示・試乗、

マーシャリング・トーイング体験、制服

着用、出発便の見送り 

主催：大阪国際空港周辺地域活性化連絡会 

大阪国際空港雪まつり 1/21、22 平成２８年度 

マチカネくんの出演、ブース出展等による事

業協力 

主催：大阪国際空港雪まつり実行委員会 

    （横手市・横手市観光協会ほか） 

－ 65 －



 

○令和３年度の取組み 

事業 実施日 開始年度 内容 

空港写真展・ 

写真コンテスト 

令和3年2

月～10 月 
平成１８年度 

令和２年度の応募作品について、伊丹スカイ

パークをはじめ、構成市の公共施設やデジタ

ルサイネージにおいて巡回展示 

豊中市ＨＰでＷＥＢ展示 

主催：大阪国際空港周辺地域活性化連絡会 

空楽フェスタ 2021 - 平成２０年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止 

主催：関西エアポート(株) 

小学生写生大会 - 平成１２年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止 

主催：関西エアポート(株) 

共催：大阪国際空港周辺地域活性化連絡会 

「空の日」エアポート 

フェスティバル 2021 
- 平成１１年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止 

主催：関西エアポート(株) 

空港こども見学ツアー 
11/13、14、

27、28 
平成１７年度 

空港関連施設の見学ツアーを実施 

対象：小学校 3 年～18 歳と保護者 223 人 

内容：①日本航空（JAL）大阪整備格納庫で

の航空機見学やモックアップ施設での

機内業務の模擬体験 

②全日本空輸(ANA)格納庫地区内で

の航空機見学や特殊車両の試乗体験

出発便の見送り 

主催：大阪国際空港周辺地域活性化連絡会 

大阪国際空港雪まつり - 平成２８年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止 

主催：大阪国際空港雪まつり実行委員会 

    （横手市・横手市観光協会ほか） 

 

５．就航都市との交流・連携 

（１）背景 

大阪国際空港を活かし、地域の活性化につなげていくため、市では従来から、同空港周辺

の他の自治体や関係団体との連携を進めてきた。一方で、空港は単独では存在し得ず、航空

路線で結ばれた就航先の空港やその所在都市（就航都市）との関係を考慮せずに単独で発展

することはありえない。これらのことから市は平成２２年度から就航都市と連携し、地域相互の

活性化の道を探る取組みを始めた。 

（２）大阪国際空港就航先都市間交流（トップセールス） 

平成２２年９月から平成２４年２月にかけて、市長が「大阪国際空港及びその周辺地域活性

化促進協議会」や大阪国際空港ターミナル株式会社などの地元団体とともに、大阪国際空港

の就航先など２９空港３４都市（当時）を訪問し、空港の活性化や空港を活かしたまちづくりなど
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に関する意見交換を行う「大阪国際空港就航先都市間交流（トップセールス）」を実施。スポー

ツ・文化や事業所等の相互交流、産業・観光に関する相互協力、災害時の相互応援について

意見交換を行った。 

（３）大阪国際空港就航都市サミット 

交流と連携の取組みは、豊中市と就航都市だけでなく、それぞれの就航都市の間で進めら

れることも大切であることから、就航都市の首長が一堂に会し、空港の活性化と空港を活かし

たまちづくりについて意見交換し、新たな展開をともに探る機会とするため、「大阪国際空港就

航都市サミット」の開催を企画。平成２４年２月の担当職員によるサミット準備会を経て、同年８

月にサミットを開催し、サミット宣言を採択した。 

（資料№１２ 大阪国際空港就航都市サミット) 

    （４）大阪国際空港就航都市事務担当者会議 

大阪国際空港を活かしたまちづくりを進める取組みの一環として、スポーツ・文化をはじめ、

産業・観光振興、防災・災害時応援など、様々な分野で就航都市間の交流を促進し、地域相互

の活性化と発展に向けて、就航都市と協力・連携を強化していくことを目的としたプラットフォー

ム。  

 

  ６．就航都市交流事業 

トップセールス、大阪国際空港就航都市サミットを契機に、新たに就航都市との交流と連携が

始まり、平成２３年には夏の風物詩・豊中まつりのスポーツイベントで愛媛県松山市が参加した

ほか、豊中まつりや豊中市農業祭などのイベントに島根県出雲市や福島県須賀川市、大分県国

東市が物産・観光ＰＲなどで出展するなど、徐々にスポーツや文化の相互交流が進んでいった。

また、平成２３年３月の東日本大震災では、宮城県名取市や同県岩沼市、福島県須賀川市、同

県玉川村、平成２８年４月の熊本地震では、熊本県益城町、同県菊陽町を直接訪問して必要な

物資を届けるなど、災害支援を通じた交流も深まっている。 

(資料№９ 就航先と交流都市位置図、資料№１０ 就航先と交流都市一覧) 

こうした取組みを背景に、５市２町１村と「空港で結ぶ友好都市提携に関する協定」、３市３町 1

村と「災害時の相互応援に関する協定」を締結。双方の空港を活かしたまちづくりを一層推進す

るため、文化・スポーツや産業・観光分野での相互協力、災害時の相互応援などの分野で、両

都市の住民等の交流を通じて友好を促進する取組みを始めた。 

（資料№１１ 協定締結都市一覧） 

 

○令和４年度の取組み 

事業 実施日 開始年度 内容 

スポーツ交流事業 

（高校野球） 
5/3 令和４年度 

隠岐の島町との高校野球交流試合 

会場：豊中ローズ球場 

主催：豊中市少年野球連合会 

共催：豊中市 

空楽フェスタ 2022 

（就航都市物産事業） 
6/4 令和元年度 

函館市、隠岐の島町、南国市観光協会・物部川

DMO 協議会がブース出展 

主催：関西エアポート(株) 
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信州夢街道フェスタ 2022 - 平成３０年度 

新型コロナウイルス感染症をきっかけに事業を終

了 

主催：信州夢街道フェスタ実行委員会 

豊中まつり 2022 

ＷＥＢ豊中まつり 2022 
8/6、7 平成２３年度 

隠岐の島町、一般社団法人松本観光コンベンショ

ン協会、福島空港ビル株式会社がブース出展 

WEB 豊中まつりのサイト内にて、就航都市の観光

情報の web サイトや動画の公開 

主催：豊中まつり推進会 

第７回大阪国際空港 

就航都市事務担当者会議 
8/10 平成２５年度 

５空港７自治体、オブザーバー１０機関が参加 

実施項目：情報提供 

①空港を活かしたまちづくり（豊中市、益田市） 

②空港を活かした集客・新ビジネス 

（関西エアポート株式会社、日本航空株式会社、

全日本空輸株式会社） 

③①②をテーマにしたグループディスカッション 

会場：益田市役所 

主催：豊中市 

須賀川市 

釈迦堂川花火大会 
8/20 平成２９年度 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため規模

を縮小して開催（ブース出展なし） 

主催：須賀川市釈迦堂川花火大会実行委員会 

スポーツ交流事業 

（壮年軟式野球） 
8/27 平成３０年度 

隠岐の島町との壮年軟式野球交流試合 

会場：豊中ローズ球場 

主催：豊中豊友少年軟式野球連合 

共催：豊中市 

ルシオーレ物販促進 

イベント 

10/9、

12/10 
令和４年度 

ルシオーレ「秋の大感謝祭」「クリスマスお楽しみ

イベント」にて、須賀川市、玉川村、松本市、益田

市、隠岐の島町、菊陽町の特産品を景品に使用 

主催：株式会社ルシオーレ・ディペロップメント 

文化交流事業 

「石見神楽の舞」 
10/15 平成２７年度 

益田市の石見神楽を上演 

会場：豊中市立文化芸術センター大ホール 

主催：豊中市 

共催：益田市 

協力：島根県大阪事務所 

豊中市農業祭 11/26 平成２３年度 
須賀川市、玉川村、益田市、菊陽町がブース出店 

主催：豊中市農業祭実行委員会 

文化交流事業 

「隠岐周吉神楽」 
2/26 令和４年度 

隠岐の島町の隠岐周吉神楽を上演 

会場：アクア文化ホール 

主催：豊中市 

共催：隠岐の島町 

協力：島根県大阪事務所 

スポーツ交流事業 

（少年軟式野球） 

3/24、

25 
平成１５年度 

隠岐の島町との少年軟式野球交流試合 

会場：ふれあい緑地少年野球場 

豊中ローズ球場 

主催：豊中豊友少年軟式野球連合 

共催：豊中市 

函館空港就航路線 

PR 事業 
年 4 回 令和３年度 

函館空港内の就航都市 PR 展示コーナーにおけ

るポスター・チラシの掲示や動画の放映 

主催：函館市 
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福島空港関西万博 2025 

カウントダウン PR 事業 

7 月か

ら通年 
令和４年度 

福島空港内の大阪国際空港所在市 PR コーナー

におけるパンフレットの設置 

主催：福島空港ビル株式会社 

とよなか市メールマガジン 随時 平成２７年度 

大阪国際空港でのイベントや空港周辺・就航都市

の情報をメール配信 

令和５年３月３１日でメールマガジンを終了 

デジタルサイネージ 通年 平成２８年度 
市役所庁舎において、就航都市の観光情報等の

映像を放映 

 
 
○令和３年度の取組み 

事業 実施日 開始年度 内容 

空楽フェスタ 2021 

（就航都市物産事業） 
- 令和元年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：関西エアポート(株) 

信州夢街道フェスタ 2021 - 平成３０年度 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：信州夢街道フェスタ実行委員会 

さくらんぼ種飛ばし 

大阪豊中グランプリ 2021 
- 平成２５年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：果樹王国ひがしね観光物産推進協議会（山

形県東根市）  

共催：豊中市 

文化交流事業 

「セイジ・オザワ 

  松本フェスティバル 

   スクリーンコンサート」 

- 平成２９年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：セイジ・オザワ松本フェスティバル実行 

    委員会 

    松本市国際音楽祭推進団体協議会 

共催：豊中市、abn 長野朝日放送 

須賀川市 

釈迦堂川花火大会 
- 平成２９年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：須賀川市釈迦堂川花火大会実行委員会 

スポーツ交流事業 

（壮年軟式野球） 
-  平成３０年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：豊中豊友少年軟式野球連合 

共催：豊中市 

WEB 豊中まつり 2021 10/2、3 平成２３年度 

WEB 豊中まつりのサイト内にて、マチカネくんによ

る空港施設の案内のほか、機長と副操縦士の違

いや CA あるある、整備士の一日などを紹介 

就航都市の観光情報の web サイトや動画の公開 

主催：豊中まつり推進会 

パネル展示 
10/26

～11/9 
令和３年度 

魅力発信コーナー「TIP」において、就航都市や空

港関連情報のパネルを展示 

豊中市農業祭 - 平成２３年度 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：豊中市農業祭実行委員会 

第７回大阪国際空港 

就航都市事務担当者会議 
- 平成２５年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：豊中市 

文化交流事業（料理講座） - 平成２５年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：蛍池公民館 

共催：空港課 
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文化交流事業 

「早池峰神楽の舞」 
- 令和３年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：豊中市 

共催：花巻市 

スポーツ交流事業 

（少年軟式野球） 
- 平成１５年度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

主催：豊中豊友少年軟式野球連合 

共催：豊中市 

函館空港就航路線 

PR 事業 
通年 令和３年度 

函館空港内の就航都市 PR 展示コーナーにおけ

るポスター・チラシの掲示や動画の放映 

主催：函館市 

とよなか市メールマガジン 随時 平成２７年度 
大阪国際空港でのイベントや空港周辺・就航都市

の情報をメール配信 

デジタルサイネージ 通年 平成２８年度 
市役所庁舎において、就航都市の観光情報等の

映像を放映 

 

７．その他の関係協議会 

（1）大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会 

大阪国際空港及びその周辺地域の活性化について協議・啓発運動を行い、もって地域の振

興・発展に寄与することを目的とし、活性化に関する講習・講演会の開催や関係当局への陳情

活動などを行っている（令和４年度から活動休止）。 

大阪府下、兵庫県下の市町村の商工会議所・商工会・青年会議所をはじめ、本協議会の趣

旨に賛同する大阪国際空港内及びその周辺事業所等の団体・法人等の会員をもって組織さ

れている。 

 

（2）航空乗継利用促進協議会 

会員相互の連絡提携により、航空乗継利用に関する周知・利用促進等を行い、もって地域

間の旅客流動の活性化に寄与することを目的とし、航空乗継利用の広報並びに利用促進に関

する事業などを行っている。 

本会の趣旨に賛同する地方公共団体、空港ビル、旅行会社等の関係団体、航空会社など

で組織されている。 

 
（その他） 

・奄美まつり舟こぎ競走大会における豊中市長賞の授与（平成 25 年度～令和元年度） 

・せんちゅうパルで開催する「奄美の観光と物産展 in 大阪」に対する後援 

（平成 26 年度～30 年度、令和 3 年度、令和 4 年度） 
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Ｎｏ.１ 騒音対策区域図（変遷） 

 



 

区域内人口・世帯数 

人口： 42,282人 

（市全体の 10.4%） 

世帯： 23,235世帯 

（市全体の 11.8%） 

令和 5年 4 月 1日現在の 

住民基本台帳から第 1種区域に係る 

町丁目単位で集計 

(１)第 1 種区域(豊中市内) 
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(２)第２種区域 
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(３)第３種区域 
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Ｎｏ.２ 大阪国際空港の存続及び今後の同空港の運用等に関する協定 
（存続協定） 

大阪国際空港騒音対策協議会と運輸省は、関西国際空港開港後の措置を含め、今後の大阪国際空港の

運用と環境対策について、次のとおり合意する。 

１．基本方針 

   大阪国際空港については、周辺地域との調和と利用者利便の確保とを図りつつ関西国際空港開港後も 

存続することとし、その運用に当たっては、空港周辺の関係地方公共団体等の理解と協力を得るため、 

今後とも環境基準の達成に向け不断の努力を尽くすとともに、運航上の安全の確保・向上に最大の配慮 

を払うものとする。 

２．空港機能等 

本空港については、関西国際空港開港後も運輸大臣が直轄で管理・運営する国内線の基幹空港とし、 

関西国際空港との適切な機能分担を図ることとする。また、本空港の規制時間内においては、関西国際 

空港の代替空港の機能を有するものとする。 

３．発着回数 

    関西国際空港開港後の本空港におけるジェット機を含む発着回数は現行程度とし、プロペラ機に 

  ついては、ＹＳ－11 型機の経年化等に対応するため、現行騒音影響区域の範囲内で低騒音機材への 

ジェット化を行うこととし、その実施に当たっては、あらかじめ協議するものとする。 

４．環境対策 

(１) 発生源対策 

   ①機材制限 

      今後は騒音基準適合証明におけるいわゆる新基準適合機への更新を促進することとし、関西国際 

空港開港後にあっては、定期便については、新基準適合機のみの運航を認めることとする。 

   ②騒音規制 

     関西国際空港開港後の離陸後の騒音規制について、川西市久代小学校における騒音規制値を 

強化することとし、逆発進対策完了後にあっては豊中市側においても騒音規制を実施することと 

する。この場合における規制値については、逆発進対策完了時までに検討を進めることとする。 

③発着時間規制 

      当面、午後９時以降翌日午前７時までに発着するダイヤ設定を認めないこととする。 

   ④運航方式 

      現在大阪国際空港において採用されている飛行ルート及び騒音軽減運航方式を今後とも徹底する 

とともに、安全性が確保されることを前提に、夜間においては、着陸時のスラスト・リバースの抑制 

に努めることとする。 

      また、今後とも騒音軽減等を図り得る運航方式の研究・導入等につき努めることとする。 

   ⑤逆発進対策 

      今後とも関係地方公共団体、周辺住民等の理解と協力を得て、逆発進対策を鋭意進めることと 

する。 

(２) 周辺環境対策 

     今後とも周辺環境対策について不断の努力を傾注し、残された課題の早期解決に努める。 

(３) 安全対策 

     今後とも引き続き航空機の安全運航の確保を図り、また、地上防災対策の充実に努めることとする。 

５．その他 

  (１) 本協定事項については、今後の状況の変化等により適宜見直しを行うものとし、内容を変更する 

場合には、あらかじめ協議するものとする。 

(２)  本協定の実施について必要がある場合は、原則として関西国際空港の開港までの間に、誠意を 

もって協議する。 

 

  平成２年 1２月３日 

 

                                 運輸省航空局長   宮 本 春 樹 

              大阪国際空港騒音対策協議会会長 伊丹市長   矢 埜 與 一 
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Ｎｏ.３ 経営統合後の環境対策について 

 

確  認  書 

国土交通省は、関西国際空港と大阪国際空港を経営統合するための法案を通常国会に提出する 

予定であるが、大阪国際空港周辺都市対策協議会と国土交通省は、平成２年１２月３日付けで締結 

した「大阪国際空港の存続及び今後の同空港の運用等に関する協定（以下「協定」という。）」に 

ついて、その歴史的経緯及び理念を尊重し、大阪国際空港の関西国際空港との経営統合に関して、 

次のとおり合意する。 

 

１．  大阪国際空港の会社化後にあっても、国土交通省は責任を持って、同空港の運営会社が協

定の趣旨に則り同空港の安全.・環境対策を適正に実施するための方策を講じるものとする。 

 

 

２．  引き続き協定を遵守するにあたり、同空港の安全・環境対策に関する地元との協議の 

場として、国土交通省、同空港の運営会社、大阪国際空港周辺都市対策協議会等を構成 

団体とする協議の場を設置する。 

 

 

平成２３年２月１８日 

 

 

                      大阪国際空港周辺都市対策協議会会長 

                      伊丹市長            藤 原 保 幸 

 

                      国土交通省航空局長     本 田   勝 
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Ｎｏ.４ 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及
び管理に関する基本方針（抜粋）（平成２４年６月２２日策定） 

 

第一  両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の意義及び目標に関する事項 

 １ 意義 

(略) 

２ 目標 

① 関西空港の国際拠点空港としての機能の再生及び強化 

② 伊丹空港は環境負荷の低減に努めるとともに、都市型空港としての特性を活かし運用 

           ③ 両空港の特性に十分配慮しつつ、両空港を適切かつ有効に活用することにより、関西 

全体の航空輸送需要を拡大 

           ④ 新関空会社は、可能な限り早期のコンセッションを実現 

   ⑤ コンセッションが実現するまでの間、新関空会社は、政府補給金への依存体質から 

脱却し、自立した経営を確立 

第二  両空港の一体的かつ効率的な運営に関する基本的な事項 

１ 両空港の運用に関する事項 

・民間の経営判断をできる限り尊重 

・関西空港は国際拠点空港として最大限活用 

・伊丹空港は都市型空港として安全・環境面に配意しつつ運用 

・国際線の就航は両空港のうち関西空港に限定 

２ 関西空港の運用に関する基本的な事項 

           （略） 

３ 伊丹空港の運用に関する基本的な事項 

（１） 伊丹空港の基本的運用方針 

   ・当面、現在の騒音対策区域の範囲内で、次に掲げる枠内で運用 

① 運用時間は、7 時から 21 時までの 14 時間 

② 1 日の総発着回数は 370 回 

③ ②のうち、低騒音機以外の機材の発着回数は 1 日 200 回を上限 

注：②及び③については、年末年始等の時期を除く 

         ・モニタリング等により騒音値の変化の状況を把握し、段階的にプロペラ機枠を低騒音機枠

へ転換 

（２） 伊丹空港の非航空系事業に関する基本的事項 

   ・当面は、現在の空港機能施設事業者との協定に基づき実施 

   ・航空系事業と非航空系事業の一体化に向け速やかに検討、調整 

（３） 伊丹空港周辺における騒音その他の航空機の運航により生じる障害の防止及び損失の 

補償並びに生活環境の改善に関する基本的事項 

   ・存続協定の趣旨に則り、環境対策を着実に実施 

４ 両空港のコンセッションに関する基本的な事項 

       (略) 

５ 関西空港に係る特定空港用地保有管理事業に関する基本的な事項 

       (略) 

第三 両空港の一体的かつ効率的な運営に資する事業との連携に関する基本的な事項 

  1 両空港のアクセス交通に係る取組に関する基本的な事項 
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           (略) 

２ 伊丹空港に係る用地の利活用の取組に関する基本的な事項 

  ・伊丹空港内の施設の最適配置等を通じ生じた用地の利活用の方策を検討 

  ・売却も含め、移転補償跡地の活用方策について検討 

第四 その他 

  １ 国の責務及び講ずるべき措置に関する基本的な事項 

(略) 

  ２ 地方公共団体等の協力、連携等に関する基本的な事項 

(略) 

  ３ 両空港を取り巻く状況変化への対応 

    ・基本方針の見直し(概ね３年後を目途) 

    ・空港運営事業者は、伊丹空港について、中央リニア新幹線の開通など周辺状況の抜本的な

変化を見通し、その廃港も含め、将来のあり方を今後検討 
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Ｎｏ．５ 大阪国際空港周辺緑地事業  
 
１．事業の目的 

大阪国際空港周辺地域における、航空機の騒音、排ガス等を軽減、緩和し、防災対策を含め、

今後の騒音等の被害を未然に防止するため緑地を整備する。 

 

２．緑地の位置  

大阪国際空港周辺地域の内、航路直下及び空港縁辺部の騒音等激甚地区 

 

３．緑地の規模 
   約５０ｈａ（都市計画決定 昭和６２年２月２７日） 

緩衝緑地 約３６．５ｈａ 

利用緑地 約１３．５ｈａ 

 

４．概算事業費     約６００億円（都市計画決定時） 

５．事業施行者     国土交通省・大阪府・豊中市 

６．事業分担等 

 

区分 
用地買収 

建物移転補償費 
施設整備 施設管理 

告示日前 告示日後 

緩衝緑地 
閉鎖型 国土交通省 国土交通省 国土交通省 国土交通省 国土交通省 

開放型 国土交通省 国土交通省  豊 中 市 豊 中 市 

利用緑地 国土交通省 国土交通省 大 阪 府 大 阪 府 豊 中 市 

         

７．緑地の施設内容 
緩衝緑地（閉鎖型）：緩衝機能を確保するため、樹林地として整備。 

（開放型）：市民の憩いの場として、グラウンドゴルフ等を整備。 

利用緑地：周辺住民の利用に供するため、芝生広場、スポーツ、レクリエーション広場等の施設を 

配置する。 

８．事業期間   

緩衝緑地<１期> 約１７．３ｈａ 平成１４年４月１１日事業承認・認可。  

利用緑地     約７．４ｈａ 昭和６３年１月１３日事業承認・認可、平成６年９月２２日に区域拡大、

約１３．５ｈａとなる。   

９．用地取得状況                                           

（令和５年３月末） 

 ※全体面積 ｈａ 取得面積 ｈａ 進捗率 ％ 

利用緑地 １３．５２ １３．３４ ９８．６６ 

 

緩衝緑地 

 

Ⅰ期 １７．３０ １６．９５ ９７．９５ 

Ⅱ期 １９．１８ １２．４８ ６５．０９ 

小計 ３６．４８ ２９．４３ ８０．６８ 

合   計 ５０．００ ４２．７７ ８５．５４ 

１０．施設整備状況 

緩衝緑地<１期>   平成２３年度末完了（一部区域を除く） 

利用緑地       平成２５年度末完了（一部区域を除く） 

１１．その他 
 平成２４年７月から国土交通省の業務を新関西国際空港株式会社が承継し、さらに平成２８年 

４月から関西エアポート株式会社が承継。 
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緩衝緑地 

利用緑地 

Ｎｏ.６-１ 大阪国際空港周辺緑地事業位置図 

－ 82 －



Ｎｏ.６-２ 緩衝緑地区域図（Ⅰ・Ⅱ期） 令和５年６月現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 白抜きは未整備箇所 

 

緩
衝
Ⅱ
期 

緩
衝
Ⅰ
期 
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上野連合自治会 杉山 

ビオトープ 

芝生広場 1 

芝生広場 2 

遊戯広場 2 

芝生広場 3 

休憩所 
遊戯広場 1 

マリンフード豊中テニスコート 

マリンフード豊中 
少年野球場 

マリンフード豊中マルチグラウンド 

マリンフード豊中スイミングスタジアム 

ふれあい緑地ビジターセンター 

Ｎｏ.６-３ 利用緑地（ふれあい緑地）概略図 

 

未整備 

3-2 街区 

3-1 街区 

4 街区 

5 街区 

6 街区 

2 街区 

10 街区 

1 街区 

7 街区 

8 街区 

9 街区 

未整備 
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Ｎｏ.７ 大阪国際空港周辺地域整備事業  

１．大阪国際空港周辺地域整備構想 

この間の航空機騒音をめぐる国との長い交渉・協議の末、現在の空港の運用や空港周辺対策に至って

いますが、現在においても、環境基準を超える騒音が発生していることから、空港周辺対策事業の継続は、

航空機運航の安全の確保とともに、本市の最優先の課題である。 

一方で、本市は「空港を活かしたまちづくり」を掲げ、空港が生み出す雇用や経済波及効果、全国に広が

る就航先との交流、空港や飛行機に身近に接することができる立地など、大阪国際空港によって生み出さ

れる様々なプラス面を本市の活性化につなげようと取り組んでいる。 

こうしたことを背景に、本構想は、騒音・環境・安全への対策を最優先としつつ、空港と共生し、共に発展

することをめざして、住宅地の環境向上や産業立地の誘導、地域交通機能や防災力の向上などに関する

市の方針を踏まえて、都市計画緑地や共同利用施設の整備をはじめ、大阪国際空港周辺地域の基盤とな

る施設などについて、今後の整備の方向性を示すことを目的として、「大阪国際空港周辺地区整備計画

（案）」を継承し、その後の状況変化に応じた新たな構想として令和３年度に「大阪国際空港周辺地域整備構

想」を策定した。 

 同構想では、都市計画緑地、公園・緑地及び児童遊園、道路・緑道、防火水槽については、同計画（案）

の対象区域を踏襲した範囲とし、移転補償跡地、共同利用施設については、騒音対策区域の第1種区域を

中心とした範囲とする。この両範囲からなる区域を「大阪国際空港周辺地域」とする。 

同構想に基づき、重点事業として、（仮称）原田緩衝緑地の整備、走井地区内緩衝緑地の利活用、共同

利用施設の設備の充実などを行う。 
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Ｎｏ.８ 共同利用施設一覧         令和５年６月現在 

№ 施設名 所在地 利用対象エリア 

1 勝部センター 勝部１－５－８ 勝部、原田中 

2 原田センター 原田元町３－１４－３３ 原田元町 

3 利倉センター 利倉１－５－６ 利倉、原田南 

4 穂積センター 服部西町４－１－１５ 服部西町３～５丁目、服部寿町３～５丁目 

5 野田センター 野田町１－２ 野田町１～２０番、庄内西町１～２丁目 

6 庄内市民センター 庄内幸町５－８－１ 庄内幸町３～５丁目、庄内西町３丁目 

7 豊南会館 豊南町西４－１６－１ 豊南町西４～５丁目、豊南町南 

8 三国センター 三国１－３－１５ 三国 

9 庄内東センター 庄内東町３－７－１５ 庄内東町１～４丁目 

10 島田センター 庄内栄町３－１２－１８ 庄内栄町 

11 上津島センター 上津島２－１４－３６ 上津島、今在家町 

12 小曽根センター 小曽根１－１８－３０ 小曽根１～３丁目 

13 服部南センター 服部南町４－１－１５ 服部南町、稲津町 

14 高川センター 小曽根４－７－１ 小曽根４～５丁目、豊南町東１～２丁目、浜３～４丁目 

15 豊南東センター 豊南町東４－６－１０ 豊南町東３～４丁目 

16 浜センター 浜２－１４－２ 浜１～２丁目 

17 箕輪センター 箕輪１－２０－１ 箕輪 

18 服部寿センター 服部寿町２－１９－９ 服部寿町１～２丁目、服部西町１～２丁目 

19 走井センター 走井１－２１－９ 走井 

20 庄内南センター 大黒町３－１３－１８ 大黒町、島江町、三和町１丁目 

21 豊南西センター 豊南町西１－２０－７ 豊南町西１～３丁目 

22 庄本センター 庄本町３－１－１７ 庄本町、二葉町 

23 千成センター 千成町２－４－２８ 千成町、三和町３～４丁目、神洲町 

24 大島センター 大島町２－１９－１２ 大島町 

25 日出センター 日出町１－２－１８ 日出町、庄内東町５～６丁目、庄内西町４～５丁目、三和町２丁目 

26 山ノ上センター 宝山町７－５ 宝山町、山ノ上町 

27 蛍池センター 螢池中町１－１－１ 蛍池中町、蛍池北町、蛍池西町、蛍池南町、蛍池東町 

28 豊島北センター 曽根南町２－１９－１６ 曽根南町、服部豊町、利倉東 

29 庄内宝センター 庄内宝町１－６－１０ 庄内宝町、名神口２～３丁目 

30 庄内幸センター 庄内幸町１－６－８ 庄内幸町１～２丁目、野田町３２～３８番 

31 曽根西センター 曽根西町４－５－１ 曽根西町、岡町南 

32 曽根東センター 曽根東町５－１３－１２ 曽根東町、城山町１～２丁目、服部元町 

33 利倉西センター 利倉西１－４－２２ 利倉西 

34 穂積南センター 穂積１－９－１ 穂積、名神口１丁目 

 
 － 86 －



 

共同利用施設位置図 

⼤阪国際空港 
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ＮＮｏｏ ..  ９９   就就 航航 先先 とと 交交 流流 都都 市市 位位 置置 図図   

平成２ ４年８月２ ９日時点で交流があり 、現在も交流が続いている都市 

※１  現在運休中 

※２  現在直行便はなし  

1 女 満 別 空 港 （ 大 空 町 ）  

 2 旭川空港 （ 旭川市 ）  

3 釧路空港 （ 釧路市 ）  

5 函 館 空 港 （ 函 館 市 ）  

16東京国際空港 （ 大田区 ）  

15 成 田 国 際 空 港 （ 成 田 市 ）  

13 福島空港 （ 須賀川市 ・ 玉川村 ）  

12 仙台空港 （ 名取市 ・ 岩沼市 ）  

10 花巻空港 （ 花巻市 ）  

7 三沢飛行場 （ 三沢市 ）  

17 松 本 空 港 （ 松 本 市 ・ 塩 尻 市 ）  

大阪国際空港  

（ 伊丹市 ・ 豊中市 ・ 池田市 ）  

23 高知空港 （ 南国市 ）  

22 松山空港 （ 松山市 ）  

25 大分空港 （ 国東市 ）  

28宮崎空港 （ 宮崎市 ）  

30種子島空港 （ 中種子町 ）  

31屋久島空港 （ 屋久島町 ）  

14新潟空港 （ 新潟市 ）  

19 隠 岐 空 港  

 （ 隠 岐 の 島 町 ）  

18 但 馬 飛 行 場  

 （ 豊 岡 市 ）  
20 出 雲 空 港 （ 出 雲 市 ）  

21 石 見 空 港 （ 益 田 市 ）  

24 福 岡 空 港  

 （ 福 岡 市 ）  

26 長 崎 空 港  

 （ 大 村 市 ）  

27 熊本空港 （ 益城町 ・ 菊陽町 ）  

6 青森空港 （ 青森市 ）  

8 大館能代空港  

 （ 北秋田市 ） ※ １  

 
9 秋田空港 （ 秋田市 ）  

11 山形 空 港 （ 東 根 市 ）  

4 新千歳空港 （ 千歳市 ・ 苫小牧市 ）  

32 奄 美 空 港 （ 奄 美 市 ）  

33 沖永良部空港  

 （ 和泊町 ・ 知名町 ） ※ ２  

34 那 覇 空 港 （ 那 覇 市 ）  

29 鹿 児 島 空 港 （ 霧 島 市 ）  
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Ｎｏ.１０ 就航先と交流都市一覧 

平成２４年８月２９日時点で交流があり、現在も交流が続いている都市 

  空 港 名 都 市 名  空 港 名 都 市 名 

1 女満別空港 大空町 19 隠岐空港 隠岐の島町 

２ 旭川空港 旭川市 20 出雲空港 出雲市 

３ 釧路空港 釧路市 21 石見空港 益田市 

４ 新千歳空港 千歳市・苫小牧市 22 松山空港 松山市 

５ 函館空港 函館市 23 高知空港 南国市 

６ 青森空港 青森市 24 福岡空港 福岡市 

７ 三沢飛行場 三沢市 25 大分空港 国東市 

８ 大館能代空港※1 北秋田市 26 長崎空港 大村市 

９ 秋田空港 秋田市 27 熊本空港 益城町・菊陽町 

10 花巻空港 花巻市 28 宮崎空港 宮崎市 

11 山形空港 東根市 29 鹿児島空港 霧島市 

12 仙台空港 名取市・岩沼市 30 種子島空港 中種子町 

13 福島空港 須賀川市・玉川村 31 屋久島空港 屋久島町 

14 新潟空港 新潟市 32 奄美空港 奄美市 

15 成田国際空港 成田市 33 沖永良部空港※2 和泊町・知名町 

16 東京国際空港 大田区 34 那覇空港 那覇市 

17 松本空港 松本市・塩尻市    

18 但馬飛行場 豊岡市 計 34空港 40都市 

     ※1現在運休中  ※2現在直行便はなし 

Ｎｏ.１１ 協定締結都市一覧 

令和５年６月現在 

 
協定締結都市 

空港で結ぶ友好都市提携

に関する協定締結年月日 

災害時の相互応援に関す

る協定締結年月日 ※ 

１ 島根県隠岐の島町

２ 島根県出雲市（旧斐川町）

３ 鹿児島県和泊町

４ 鹿児島県奄美市 － 

５ 福島県須賀川市 

６ 福島県玉川村 

７ 大分県国東市 － 

８ 島根県益田市 

９ 熊本県菊陽町 － 

※大阪国際空港就航都市との協定のみ掲載 

平成 22年 10月 1日

平成 23年 2月 1日

平成 23年 4月 19日

平成 24年 2月 6日 

平成 24年 2月 17日 

平成 25年 7月 29日

平成 22年 12月 1日 

平成 23年 6月 1日

平成 24年 4月 1日 

平成 26年 8月 23日 

平成 25年 7月 29日 

平成 29年 2月 10日 
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Ｎｏ.１２ 大阪国際空港就航都市サミット 

 

      日 時：平成２４年８月２９日（水）１３時３０分～１７時 

３０日（木）１０時３０分～１１時 

       

場 所：千里阪急ホテル（２９日） 

大阪国際空港ターミナルビル（３０日） 

       

参加都市：１９空港２４都市 

首長又は首長代理

が参加 

北秋田市（大館能代空港）、秋田市（秋田空港）、名取市・ 

岩沼市（仙台空港）、須賀川市・玉川村（福島空港）、大田区（東

京国際空港）、池田市・伊丹市・豊中市（大阪国際空港）、豊岡市

（但馬飛行場）、隠岐の島町（隠岐空港）、益田市（石見 

空港）、国東市（大分空港）、菊陽町・益城町（熊本空港）、霧島市

（鹿児島空港）、奄美市（奄美空港） 

事務担当者が参加 釧路市（釧路空港）、三沢市（三沢飛行場）、東根市（山形空港）

新潟市（新潟空港）、出雲市（出雲空港）、大村市（長崎空港） 

       

内 容：１日目）・基調講演「空港を活かしたまちづくり」 

                     （講師：早稲田大学アジア研究機構教授・戸崎肇さん） 

               ・開会式 

               ・全体会議「都市間交流と空港を活かしたまちづくりを考える」 

               ・サミット宣言採択 

               ・閉会式 

２日目）・視察会 

 

来 賓：大阪航空局、大阪空港事務所、大阪府、兵庫県、（その他：福島県） 

 

共催・協賛：新関西国際空港（株）、大阪国際空港ターミナル（株） 

        大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会 

        豊中・伊丹・池田各商工会議所、全日本空輸（株）、日本航空（株） 

     

参加者数：２３２人 

内訳）就航都市関係者４３人、来賓等（市議会議員を除く）１４人 

市議会議員３１人、共催協賛関係者２１人、一般傍聴者９８人 

報道関係者１３人、豊中市関係者１２人 
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大阪国際空港就航都市サミット宣言 

平成 24 年（2012 年）8 月 29 日 

 

空港は、地域にとって重要な交通インフラであると同時に、賑わいや雇用

を生み出す社会資源でもあります。私たち空港が地元に所在する自治体は、

それぞれ空港の活性化や空港を活かしたまちづくりに努めていますが、空港

は単独では存在し得ず、路線でつながった空港との関係の中でこそ、活性化

し、発展していくものです。 

 私たちはこのことを改めて認識し、次の事項を基本としながら、スポーツ・

文化をはじめ、産業・観光振興、防災・災害時応援など、様々な分野で就航

都市間の交流を促進し、地域相互の活性化と発展に向け、協力と連携を強化

していくことを宣言します。 

 

１．各自治体は、人的・物的交流の拠点となる空港をはじめとしたそれぞ

れの地域固有の資源を活かし、地域の活性化と発展を目指します。 

 

２．各自治体は、それぞれの地域に関する情報共有や意見交換などを通し

て理解を深め、交流事業を行うことで、地域相互の活性化と発展を目指

します。 

 

３．各自治体は、行政のみならず、地域住民や事業者等も含めた、地域全

体の交流を促進することを目指します。 

 

 

大阪国際空港就航都市サミット参加都市一同 
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Ｎｏ.１４ 関西国際空港・神戸空港の概要 

１．関西国際空港 
   位 置  大阪湾南東部の泉州沖海上（陸岸から約５㎞） 

    運用時間  ２４時間 

  一期事業 

    規 模  滑走路  ３，５００ｍ × ６０ｍ １本 

            面  積  空港施設用地：５１０ha 

    開 港 日  平成６年（１９９４年）９月４日 

  二期事業 

    規 模  滑走路   ４，０００ｍ × ６０ｍ １本 

               面  積  空港施設用地：５４５ha 

    供 用 日  平成１９年（２００７年）８月２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．神戸空港 
    位 置  神戸市中央区神戸空港 三宮から約８㎞ 

    規 模  滑走路  ２，５００m × ６０m １本 

            面  積  空港施設用地：１５６ha 

空港関連用地：１１６ha 

    開 港 日  平成１８年（２００６年）２月１６日 

    運用時間  ７：００ ～ ２３：００（１６時間） 

    
     

        

 

平行誘導路 

二期国際貨物地区 
第 2 ターミナル 

南側連絡誘導路 

滑走路（4000m） 
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